
特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

評価書番号  評価書名

3 生活保護に関する事務　全項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

札幌市は、生活保護に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを軽減させるために適切な措置をもって個人のプライバシー
等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項 -

 評価実施機関名

[令和７年５月　様式４]

札幌市長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

 公表日

  令和8年3月1日



Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅵ　評価実施手続

　（別添３）　変更箇所

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添１） 事務の内容

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

Ⅳ　その他のリスク対策



＜選択肢＞

]
1) 1,000人未満

3) 1万人以上10万人未満

2) 1,000人以上1万人未満

4) 10万人以上30万人未満

5) 30万人以上

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 生活保護に関する事務

 ②事務の内容　※

札幌市では、生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づき、生活に困窮するすべての市民に対し、その困
窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目
的として生活保護に関する事務を行っている。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下
「番号法」という。)別表23の項により個人番号を利用することができるのは、生活保護法による保護の決定及
び実施、就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に
要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるものとなっている。
また、番号法第９条第１項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令（令和６年デジタル
庁・総務省令第８号。以下「準法定事務主務省令」）の表１の項により個人番号を利用することができるのは、
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」（昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局
長通知）に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法による保護の決定及び実施、就労自
立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の
返還又は徴収金の徴収の取扱いに準じた事務に関する事務となっている。

ついては、特定個人情報を以下の事務で取り扱うこととする。
①生活保護の決定及び実施
②生活保護の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査
③職権による生活保護の開始若しくは変更
④生活保護の停止若しくは廃止
⑤保護に要する費用の返還及び徴収の決定
⑥就労自立給付金の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査
⑦進学・就職準備給付金の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査
⑧資料の提供等の求め

また、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和３年法
律第66号）」による生活保護法の改正に伴い、医療扶助におけるオンライン資格確認の仕組みが導入される
ことから、以下の事務を実施し、特定個人情報を取り扱うこととする。
①生活保護システムから医療保険者等向け中間サーバー等への特定個人情報の連携
②医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴の管理
③医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号の取得等
④医療保険者等向け中間サーバー等における本人確認
なお、②から④の事務に関しては、社会保険診療報酬支払基金が実施し、札幌市が委託元となる。

≪左欄にある※について（以下、評価書中同じ。）≫
特定個人情報保護評価指針の別表に定める重要な変更の対象である記載項目である。
※の項目の変更については、特定個人情報保護評価に関する規則第11条及び特定個人情報保護評価指針
第６－２（２）で、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与え得る特定個人情報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを相当程度変動させるものではないと考えられる変更である場合を除き、評価を再実施する
こととされている。

 ③対象人数 [ 10万人以上30万人未満



] 税務システム

[

[ ] 宛名システム等 [ ○

システム基盤(団体内統合宛名)

] その他 （
システム基盤(団体内統合宛名、市中間サーバ、個人基本)、庁内各業務シ
ステム、医療保険者等向け中間サーバー等

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

 ①システムの名称 生活保護電算事務システム

1 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金及び進学準備給付金の支給、保護に要す
る費用の返還又は徴収金(以下「債権」という。)の徴収に関する事務を行うシステム。
2 要保護者、被保護者であった者の宛名情報・個人番号を管理する機能
3 宛名システムから送付先情報を連携

] 情報提供ネットワークシステム [

 ②システムの機能

 ③他のシステムとの接続

[

○

）

 システム2

 ①システムの名称

[ ○

団体内統合宛名番号・個人番号・各業務で管理している番号の紐付け管理の機能を有する。
１　団体内統合宛名番号の登録・管理個人番号を把握したことを契機として、団体内統合宛名番号の付番
と、個人番号や各業務で管理している番号の関連づけを行う。
２　符号取得状況の管理
中間サーバー・プラットフォームとの間で、符号取得が完了しているかの状況管理を行う。
３　団体内統合宛名番号の検索
個人番号・各業務で管理している番号等を検索条件とした団体内統合宛名番号検索を行う。
４　職員認証・権限の管理
システム基盤(団体内統合宛名)を利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能
や特定個人情報へのアクセス制御を行う。
５　情報連携記録の管理
情報連携記録の生成・管理を行う。
６　セキュリティの管理
庁内各業務システム専用エリア利用のためのID・パスワードの管理及びユーザの認証を行う。

] その他 （ システム基盤(団体内統合宛名、市中間サーバ、個人基本)、庁内各業務システム ）

○

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

 ②システムの機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 宛名システム等 ] 税務システム[[ ○

[ ○

 ③他のシステムとの接続

[



 ①システムの名称

 ②システムの機能

 システム3

システム基盤(市中間サーバ)

中間サーバー・プラットフォームと庁内各業務システムの間に立ち、セキュリティの境界としての役割を果たす
とともに、中間サーバー・プラットフォームの稼働時間などの要件が、庁内の各業務システムに与える影響を
吸収する。また、フォーマット変換やコード変換など、各システムでそれぞれに開発すると非効率になってしま
う機能を集約する。
１　サーバ・プラットフォームとの情報連携
中間サーバー・プラットフォームに対して、符号取得、情報転送、情報照会に関する連携を行う。
２　フォーマット・コード変換
中間サーバー・プラットフォームへの連携を行う場合及び庁内各業務システムへの連携を行う場合に、それぞ
れが受け取れるデータのフォーマットや、コードへ変換を行う。
３　システム基盤(団体内統合宛名)との情報連携
中間サーバー・プラットフォームとの間で、情報転送・情報照会を行う際は、団体内統合宛名番号が必要とな
るため、団体内統合宛名番号をシステム基盤(団体内統合宛名)から取得する。
また、庁内各業務システムへ情報照会結果を返却する際は、庁内各業務システムで管理している番号へ変
換するために、システム基盤(団体内統合宛名)から庁内各業務システムで管理している番号を取得する。
４　各業務システムとの情報連携
中間サーバー・プラットフォームとの間で、情報転送・情報照会を行う際の要求や、その結果を庁内各業務シ
ステムとの間で連携する。

] 庁内連携システム

] その他 （
中間サーバー・プラットフォーム、システム基盤(団体内統合宛名、個人基本)、庁内各業
務システム

）

] 情報提供ネットワークシステム

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 宛名システム等 [ ] 税務システム

 システム4

中間サーバー・プラットフォーム

中間サーバー・プラットフォームは、情報提供ネットワークシステムやシステム基盤(市中間サーバ及び団体内
統合宛名)とデータの受け渡しをすることで、符号の取得や他情報保有機関間の特定個人情報照会・提供の
機能を有する。
１　符号管理
情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するために利用
する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報の保管・管理を行う。
２　情報照会
情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報提供受領(照会した
情報の受領)を行う。
３　情報提供
情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携対象)の提供を行
う。
４　既存システムとの接続
システム基盤(市中間サーバ)と情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得
のための情報等について連携を行う。
５　情報提供等記録の管理
特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。
６　情報提供データベース管理
特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理を行う。
７　データの送受信
情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)と情報照会、情報提供、符号取得のための情報等
について連携を行う。
８　セキュリティ管理
特定個人情報(連携対象)の暗号化及び復号や、電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与されている
署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)から
受信した情報提供ネットワークシステム配信マスター情報の管理を行う。
９　職員認証・権限管理
中間サーバー・プラットフォームを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定
個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う。
10　システム管理
バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う。

[

[ ○

 ①システムの名称

 ②システムの機能

 ③他のシステムとの接続

[

[

[



] 宛名システム等

 システム6

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 税務システム

システム基盤(市中間サーバ、団体内統合宛名)、庁内各業務システム ）

）

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 宛名システム等 ] 税務システム

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム

[ ] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

システム基盤(市中間サーバ) ）

] 住民基本台帳ネットワークシステム

] 宛名システム等 [

[

 システム5

居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムであり、次の
機能を有する。
１　本人確認情報検索
統合端末において入力された4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報の検索を
行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。
２　機構への情報照会
全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は４情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要求を行
い、該当する個人の本人確認情報を受領する。
３　本人確認情報整合
本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している都道府県知事保存
本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している機構保存本人確認情報ファイルと整合
することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する。

] 情報提供ネットワークシステム ] 庁内連携システム

[ ○ ] その他 （

[ ○ ] その他 （

[

[

[ ] その他 （

[

なし

 ③他のシステムとの接続

[ ○

[

[

 ①システムの名称

 ②システムの機能

 ③他のシステムとの接続

[

[

[

システム基盤(個人基本)

既存住基システムより住民基本台帳の情報を受領し、情報を再編成のうえ、庁内の住民基本台帳の情報を
必要とするシステムへ、情報移転するためのシステム機能を有する。住民基本台帳ファイル利用申請を行
い、承認を受けているシステムにのみ住民基本台帳の情報を連携する。
１　既存住基システムからのデータ受領
既存住基システムで発生した異動データを受領し、情報連携が認められた情報移転先のシステムに、必要と
認められた項目について送信する。
２　住記異動情報の連携
随時(リアルタイム)で既存住基システムから送信された異動データについて、要求に応じてシステム基盤(団
体内統合宛名)や庁内各業務システムへ渡す。
※当該異動データには個人番号が含まれるが、個人番号を利用しない業務システムに対しては個人番号を
含まないデータ内容で連携する。
３　システム基盤(市中間サーバ)への情報転送
世帯情報のうち、番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表に定められた情報をシステム基盤（市中
間サーバ）へ転送する。
４　職員認証・権限の管理
各システムで適切にアクセス制御を行えるよう、システムを利用する職員の認証情報を管理する。
５　情報連携記録の管理
情報連携記録の生成・管理を行う。

] 既存住民基本台帳システム

 ②システムの機能

[

[
 ③他のシステムとの接続



医療保険者等向け中間サーバー等

医療扶助のオンライン資格確認を行う際に必要となるシステムであり、以下の機能を有する。
なお、本システムは社会保険診療報酬支払基金が運営している。
１　資格履歴の管理
自治体・福祉事務所から委託区画に連携された(個人番号を含む)被保護者の情報を資格履歴ファイ
ルに格納・管理する。また、オンライン資格確認等システムで被保護者の資格情報を利用できるようにするた
め、個人番号を除いた資格履歴ファイルをオンライン資格確認等システムに提供する。
２　機関別符号の取得等
オンライン資格確認の準備として、情報提供等記録開示システム(「マイナポータル」)の自己情報開示
の求めに対してオンライン資格確認等システムで管理している情報と紐づけるため、情報提供ネット
ワークシステムから機関別符号の取得並びに紐づけ情報の提供を行う。
３　本人確認
オンライン資格確認の準備において、登録する資格情報の正確性を担保するため、個人番号を基に、
住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報(基本５情報等)を取得する。

 システム7

] 庁内連携システム

] 住民基本台帳ネットワークシステム ] 既存住民基本台帳システム[

] 宛名システム等 [ ] 税務システム

] その他 （

[

 ①システムの名称

 ②システムの機能

）生活保護電算事務システム、統合専用端末

 システム8

統合専用端末

医療保険者等および福祉事務所(以下、医療保険者等)は、医療保険者等向け中間サーバー等(以下、中間
サーバー)の業務運用・管理の実施にあたり、当該業務運用・管理のみで利用する統合専用端末を設置する
必要がある。
１　情報照会・情報提供業務
他の情報保有機関、医療保険者等が保有する個人情報を照会・提供する。
２　情報提供等記録管理業務
他の情報保有機関あるいは医療保険者との間で行った、特定個人情報に関する情報照会・情報提供に係る
記録の管理を行う。
加入者及び個人情報保護委員会からの請求に基づき情報照会・情報提供に係る記録の開示を行う。
情報照会・情報提供に係る記録に対し、不開示の設定および過誤情報の登録を行う。
３　副本登録管理
情報照会データベースへ特定個人情報を副本として登録する。
情報照会データベースに蓄積された副本の検索及び削除を行う。
特定個人情報名コード単位又は加入者単位で自動応答不可フラグを設定及び解除する。
過去に誤って情報提供を行った提供先機関を検索する。
情報照会要求に対して開示/不開示の制御を行う不開示フラグを、特定個人情報名コード単位又は加入者単
位で参照及び設定する。
４　セキュリティ管理
情報照会ネットワークシステムから配信される情報提供NWS配信マスター情報を中間サーバーから取得す
る。
５　職員認証・権限管理業務
中間サーバーにあるユーザ情報及び部署情報を取得する。
６　システム管理業務
他機能で実行されたバッチ処理の実行状況や実行結果の確認を行う。
７　加入者情報管理業務
登録されている加入者の情報、変更、検索を行う。
８　本人確認業務
中間サーバー等に対し、本人確認情報提供要求依頼を行う。
９　自己情報提供業務
情報提供等記録開示システムへ提供した自己情報に関して国民等の利用者から問い合わせを受けたとき、
当該自己情報の提供状況や提供内容を確認する。
統合専用端末は、情報授受のみで利用する外部記録媒体を用意する。なお統合専用端末では、認められた
外部記録媒体のみを利用する。

[ ○

 ③他のシステムとの接続

 ①システムの名称

 ②システムの機能

[

[

] 情報提供ネットワークシステム [



[

[ ○

] 住民基本台帳ネットワークシステム

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①事務実施上の必要性

 ②実現が期待されるメリット

 法令上の根拠

特定個人情報ファイルを利用することで、個人の特定、個人の宛名の突合の正確性が向上し、公平かつ迅速
な生活保護の実施に資することとなるとともに、社会保障に関する情報及び地方税関係情報を入手すること
で、生活保護の開始、変更、廃止などの決定事務の効率化が図れる。

特定個人情報ファイルを利用することで、これまで要保護者の申請、届出等において提出が求められていた
挙証書類(年金通知書の写し等)の省略が図られ、もって住民の負担軽減につながることが見込まれる。
加えて、保護の実施機関においても、情報連携等により他法他施策における給付状況を速やかに把握し、保
護の各種決定及び実施を公平かつ迅速に行うことが可能となることが期待される。

 ３．特定個人情報ファイル名

生活保護受給者等情報ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ５．個人番号の利用　※

番号法第９条第１項　別表23の項
番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令　第15条
準法定事務主務省令　表１の項
番号法第９条第２項及び札幌市個人番号利用条例第４条第２項・第３項（平成27年条例第42号。以下「利用
条例」という。）

 ③他のシステムとの接続

[

[ [ ] 既存住民基本台帳システム

] 宛名システム等 ] 税務システム[

] 情報提供ネットワークシステム ] 庁内連携システム[

] その他 （ 医療保険者等向け中間サーバー等 ）

番号法第19条第８号及び番号法第19条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令和６年デ
ジタル庁・総務省令第９号。以下「利用特定個人情報提供省令」という。）第２条の表

〔情報提供〕
利用特定個人情報提供省令第２条の表　13、14、18、20、28、37、40、42、48、49、53、59、63、69、74、75、
76、86、87、89、96、108、125、132、141、144、151、155、158、161、167、168、169、170、171、172の項

〔情報照会〕
利用特定個人情報提供省令第２条の表　42、43、161、162の項

 ７．評価実施機関における担当部署

札幌市保健福祉局総務部保護課

保護課長

 ８．他の評価実施機関

－

＜選択肢＞

実施する ]
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ②法令上の根拠

 ①部署

 ②所属長の役職名

 ①実施の有無 [



 （別添1） 事務の内容

                                 .

（備考）

①要保護者からの申請や届出を受け付け、確認を行う。
②申請等内容を審査するため、本人確認・収入・資産・他法他施策における給付等情報の確認を行う。
③番号法第19条に基づき、本人確認・収入・資産・他法他施策における給付情報等を情報提供ネットワーク経由で入手し、確認を行う。
④住民登録がない（以下「住登外」という。）者等から提出された申請書の個人番号について、情報提供ネットワーク経由で本人確認情報の照会を行
う。
⑤①～④の情報により保護、就労自立給付金、進学・就職準備給付金、費用返還及び費用徴収を決定し、要保護者等へ決定等通知を行う。
⑥医療保険者等向け中間サーバー等の委託区画へ、被保護者の個人番号、受給者番号、資格情報、医療券情報及び調剤券情報を登録する。



3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

5） 1,000万人以上

札幌市が生活保護法第19条の規定に基づき実施責任を負う、現に生活保護を受けている者（以下「被保護
者」という。）、現に生活保護を受けているといないとにかかわらず、生活保護を必要とする状態にある者（以
下「要保護者」という。）及び被保護者であった者

住民に対する保護の決定及び実施並びに関係機関への情報提供を迅速かつ適正に行うにあたり、対象とな
る被保護者等の特定等に必要な範囲の特定個人情報を保有する必要がある。

＜選択肢＞

100項目以上 ]

・識別情報

] その他識別情報（内部番号）

[

[ ○ ] 個人番号 [

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

[ ○ ] ４情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○

] その他 （

・業務関係情報

[ ○ ] 地方税関係情報 [ ○ ] 健康・医療関係情報

＜選択肢＞
1） システム用ファイル

1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満

[ ○

・連絡先等情報

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

生活保護受給者等情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ ][ システム用ファイル

[ 10万人以上100万人未満 ]

2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

＜選択肢＞

1） 1万人未満

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

] 個人番号対応符号

] 国税関係情報

[ ○ ] 児童福祉・子育て関係情報 [ ○ ] 障害者福祉関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

○ ] 学校・教育関係情報

] 災害関係情報

] 医療保険関係情報

] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ○

] 雇用・労働関係情報 [ ○ ] 年金関係情報 [

[

中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報、公営住宅関係情報、改良住宅関係情
報、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」（昭和29年５月８日社発
第382号）による生活に困窮する外国人の保護（以下「外国人保護」という。）の支給に関
する情報

）

○

○

○

[ ○

[

[ ○

○

 ②対象となる本人の数

 ③対象となる本人の範囲　※

 その必要性

 ④記録される項目

 主な記録項目　※

[

[

[



別添２を参照

平成28年１月１日

各区保健福祉部保護課
札幌市保健福祉局総務部保護課

１　識別情報：対象者を正確に特定するために保有
２　連絡先等情報：対象者の居住地、世帯情報等を把握するために保有
３　業務関係情報
①　地方税関係情報：還付等の情報を確認し、適正な保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還及び
徴収（以下この欄において当該事務を「保護の決定等」という。）を行うために保有する必要があるほか、要
保護者からの税の減免申請等に係る相談に対する助言を行うために保有
②　健康・医療関係情報：通院先・傷病等を確認し、保護の決定等を行うために保有
③　医療保険関係情報：医療関係の手当等の給付状況を確認し、保護の決定等を行うために保有
④　児童福祉・子育て関係情報：手当・サービス等の給付状況を確認し、保護の決定等を行うために保有
⑤　障害者福祉関係情報：手当・サービス等の給付状況を確認し、保護の決定等を行うために保有
⑥　生活保護・社会福祉関係情報：保護の決定等を行うために生活保護及び社会福祉に関する情報を確認
するほか、就労自立給付金の申請に対する審査を行うために保有
⑦　介護・高齢者福祉関係情報：手当・サービス等の給付状況を確認し、保護の決定等を行うために保有
⑧　雇用・労働関係情報：保護の決定等を行うために手当等の給付状況を確認するほか、就労自立給付金
の申請に対する審査を行うために保有
⑨　年金関係情報：年金の給付状況、保険料の納付状況を確認し、保護の決定等を行うために保有
⑩　学校・教育関係情報：保護の決定等を行うために手当等の給付状況を確認するほか、進学・就職準備給
付金の申請に対する審査を行うために保有
⑪　災害関係情報：手当等の給付状況を確認し、保護の決定等を行うために保有
⑫　中国残留法人等支援給付の支給に関する情報：保護の申請に対する審査を行うために保有
⑬　公営住宅関係情報：家賃を確認し、保護の決定等を行うために保有
⑭　改良住宅関係情報：家賃を確認し、保護の決定等を行うために保有
⑮　外国人保護の支給に関する情報：外国人保護の給付状況を確認し、保護の決定等を行うために保有

 その妥当性

 全ての記録項目

 ⑤保有開始日

 ⑥事務担当部署



（ 日本年金機構その他公的給付等の支払者

] フラッシュメモリ

] 地方公共団体・地方独立行政法人

] 民間事業者 （

] その他 （

[

 ３．特定個人情報の入手・使用

] 本人又は本人の代理人

] 評価実施機関内の他部署 （

・各区の戸籍住民課、保健福祉課、保険年金課及び健
康・子ども課
・各市税事務所の市民税課
・都市局市街地整備部住宅課、保健福祉局総務部総務
課

）

[

[

[

○

○

○

○

] 行政機関・独立行政法人等

）

）

（ 各市町村、都道府県

○

）

社会保険診療報酬支払基金 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [

] 庁内連携システム

] 情報提供ネットワークシステム

] 紙

] 電子メール [ ] 専用線 [

○

○

] その他 （ システム基盤 ）

１　識別情報：随時（申請書受理時等）
２　連絡先等情報：随時（申請書受理時等）
３　業務関係情報
①　地方税関係情報：随時（保護の決定時等）
②　健康・医療関係情報：随時（申請書受理時等）
③　医療保険関係情報：随時（保護の決定時等）
④　児童福祉・子育て関係情報：随時（保護の決定時等）
⑤　障害者福祉関係情報：随時（保護の決定時等）
⑥　生活保護・社会福祉関係情報：随時（保護の決定時、申請書受理時等）
⑦　介護・高齢者福祉関係情報：随時（保護の決定時等）
⑧　雇用・労働関係情報：随時（保護の決定時、申請書受理時等）
⑨　年金関係情報：随時（保護の決定時等）
⑩　学校・教育関係情報：随時（保護の決定時等）
⑪　災害関係情報：随時（保護の決定時等）
⑫　中国残留法人等支援給付の支給に関する情報：随時（申請書受理時等）
⑬　公営住宅関係情報：随時（保護の決定時等）
⑭　改良住宅関係情報：随時（保護の決定時等）
⑮　外国人保護の支給に関する情報：随時（申請書受理時等）

・生活保護関係事務を適正に行うため、法令等の範囲内で適宜、申請等の情報及び生活保護法第29条の
規定による調査により情報の収集を行う必要がある。

[

[

[

[

[

[

[

 ①入手元　※

 ②入手方法

 ③入手の時期・頻度

 ④入手に係る妥当性



5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

・個人番号カード等により、正確な本人確認と個人番号の真正性を確認する。
・内部識別番号である宛名番号と個人番号を紐付けて使用する。

＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

行政運営の効率化と公平・公正な生活保護に関する事務を行うため。

－

各区保健福祉部保護課
札幌市保健福祉局総務部保護課

１　生活保護の決定及び実施
　各種手当・年金等の給付情報等について、本人からの申請・届出、関係機関に対する調査、庁内連携及び
情報ネットワークシステムを通じた照会により入手し、生活保護の決定及び実施を行う。
２　生活保護の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査
　生活保護の申請の受理及びその申請に係る事実について、本人からの申請・届出、関係機関に対する調
査、庁内連携及び情報ネットワークシステムを通じた照会により入手し、申請に対する審査等を行う。
３　職権による生活保護の開始若しくは変更
　各種手当・年金等の給付情報等について、本人からの申請・届出、関係機関に対する調査、庁内連携及び
情報ネットワークシステムを通じた照会により入手し、職権による生活保護の開始若しくは変更を行う。
４　生活保護の停止若しくは廃止
　各種手当・年金等の給付情報等について、本人からの申請・届出、関係機関に対する調査、庁内連携及び
情報ネットワークシステムを通じた照会により入手し、生活保護の停止若しくは廃止を行う。
５　保護に要する費用の返還及び徴収の決定
　各種手当・年金等の給付情報等について、本人からの申請・届出、関係機関に対する調査、庁内連携及び
情報ネットワークシステムを通じた照会により入手し、保護に要する費用の返還及び徴収金の徴収を行う。
６　就労自立給付金の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査
　就労自立給付金の申請の受理及びその申請に係る事実について、本人からの申請・届出、関係機関に対
する調査、庁内連携及び情報ネットワークシステムを通じた照会により入手し、申請に対する審査等を行う。
７　進学・就職準備給付金の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査
　進学・就職準備給付金の申請の受理及びその申請に係る事実について、本人からの申請・届出、関係機
関に対する調査、庁内連携及び情報ネットワークシステムを通じた照会により入手し、申請に対する審査等
を行う。
８　資料の提供等の求め
　照会文等に個人番号を付記し、関係機関に対し、保護の決定及び実施等に必要な資料の提供等の求めを
行う。
９　生活保護システムから医療保険者等向け中間サーバー等への特定個人情報の連携
　医療扶助のオンライン資格確認実施のため、被保護者の個人番号、受給者番号、資格情報、医療券情報
及び調剤券情報について、医療保険者等向け中間サーバー等と連携する。

500人以上1,000人未満 ]

個人に着目した分析・統計は行わず、被保護者調査に係る厚生労働省への報告や統計月報作成その他分
析のための統計のみ行う。

生活保護における各処分（開始、却下、変更、停止、廃止、費用返還決定及び費用徴収決定）並びに就労自
立給付金及び進学・就職準備給付金の支給決定

平成28年1月1日

生活保護法第29条並びに番号法別表の23項の規定による。
庁内連携による入手は、利用条例において明示されている。

1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

 ⑤本人への明示

 ⑥使用目的　※

 変更の妥当性

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

 使用者数 [

 ⑧使用方法　※

 情報の突合　※

 情報の統計分析
※

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

 ⑨使用開始日



4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

特定個人情報ファイルの全体 ]

10万人以上100万人未満 ]

＜選択肢＞

1） 1万人未満

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満
[

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

 ⑦再委託の有無　※ [

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

] 電子メール [

1） 10人未満

3） 50人以上100人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

）

委託する ]
＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

（ 5 ）　件

生活保護電算事務システム運用保守業務委託

生活保護電算事務システムの運用・保守作業の実施

＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

1） 再委託する 2） 再委託しない

個人情報取扱を許可している事務室内・サーバ室内でのシステム操作

札幌市ホームページ「入札等契約結果一覧」にて公表する。

株式会社アイネス　北海道支社

＜選択肢＞

再委託する ]

申請を受けて、委託内容（業務の一部であるか）や管理体制（委託先の管理下にあるか）を判断し許諾する。

運用・保守メニューに基づく作業、軽微な改修作業

 ③委託先における取扱者数 [

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[

[

再
委
託

 委託の有無　※
[

 委託事項1

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

[

 対象となる本人の
数

 対象となる本人の
範囲　※

 その妥当性

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。

システムを安定的に運用するとともに、システムの保守を実施するために、システム運用・保守の技術を保
有する民間事業者に委託する。

＜選択肢＞

]
2） 10人以上50人未満

4） 100人以上500人未満

] 専用線

] フラッシュメモリ [

10人以上50人未満

[

[ ○ ] その他 （



 委託事項2

]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

1） 1万人未満

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。

住基ネットのコミュニケーションサーバの運用保守委託

[

] フラッシュメモリ [

] その他

[

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

] 専用線 [ ] 電子メール

＜選択肢＞

サーバ室内にてシステムの直接操作 ）

札幌市ホームページ「入札等契約結果一覧」にて公表する。

BIPROGY株式会社　北海道支店

＜選択肢＞
2） 再委託しない

 ①委託内容

 対象となる本人の
数

[

 対象となる本人の
範囲　※

住基ネットのコミュニケーションサーバの運用・保守作業の実施

 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

1万人以上10万人未満 ]

＜選択肢＞

特定個人情報ファイルの一部

[

[

[

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数 [

[

○

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

再委託しない

住基ネットのコミュニケーションサーバの安定した稼働のため、システム運用・保守の技術を保有する民間事
業者に委託する。

＜選択肢＞

10人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

（

]
1） 再委託する

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙



] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

] 専用線 [ ] 電子メール

1万人以上10万人未満 ]

[

] フラッシュメモリ [

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。

オンライン資格確認等システムで被保護者の資格情報を利用するために、被保護者の資格履歴情報の管理
を行う。

＜選択肢＞

50人以上100人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴の管理

札幌市から委託区画に連携された個人番号を含む被保護者の情報を資格履歴ファイルに格納・管理する。
また、オンライン資格確認等システムで被保護者の資格情報を利用できるようにするため、個人番号を除い
た資格履歴ファイルをオンライン資格確認等システムに提供する。

1） 1万人未満

＜選択肢＞

＜選択肢＞

特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

] その他 （

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

）

業務担当課への問い合わせ

社会保険診療報酬支払基金

＜選択肢＞

再委託する

契約書に基づき、委託内容（業務の一部であるか）や管理体制（委託先の管理下にあるか）を判断し許諾す
る

医療保険者等向け中間サーバー等の運用・保守業務

 対象となる本人の
範囲　※

 その妥当性

 委託事項3

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

[

 対象となる本人の
数

[

[

 ③委託先における取扱者数 [

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○

[

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※ [

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項



特定個人情報ファイルの全体 ]

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

）

業務担当課への問い合わせ

社会保険診療報酬支払基金

1万人以上10万人未満 ]

医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号の取得等

オンライン資格確認の準備として、情報提供等記録開示システム（「マイナポータル」）の自己情報開示の求
めに対してオンライン資格確認等システムで管理している情報と紐づけるため、情報提供ネットワークシステ
ムから機関別符号の取得並びに紐づけ情報の提供を行う。

＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

＜選択肢＞

1） 1万人未満

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

＜選択肢＞

○

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。

オンライン資格確認等システムで管理している被保護者の資格情報と紐づけるために、機関別符号を取得
する。

＜選択肢＞

50人以上100人未満 ]

] 電子メール [

] フラッシュメモリ [

] その他 （

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

] 専用線 [

1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

再委託する ]
1） 再委託する 2） 再委託しない

契約書に基づき、委託内容（業務の一部であるか）や管理体制（委託先の管理下にあるか）を判断し許諾す
る

医療保険者等向け中間サーバー等の運用・保守業務

 ③委託先における取扱者数 [

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[

[

 対象となる本人の
範囲　※

 その妥当性

 委託事項4

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

[

 対象となる本人の
数

[

[

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※ [

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項



]

1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

＜選択肢＞

1） 1万人未満

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

]
1） 10人未満

3） 50人以上100人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。

登録する資格情報の正確性を担保するために実施する

＜選択肢＞

50人以上100人未満

6） 1,000人以上

] 専用線 [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

特定個人情報ファイルの全体 ]

1万人以上10万人未満

医療保険者等向け中間サーバー等における本人確認事務

オンライン資格確認の準備において、登録する資格情報の正確性を担保するため、個人番号を基に、住民
基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報（基本５情報等）を取得する。

＜選択肢＞

（

] 電子メール

2） 10人以上50人未満

4） 100人以上500人未満

5） 500人以上1,000人未満

[

] フラッシュメモリ [ ] 紙

）

1） 再委託する 2） 再委託しない

] その他

業務担当課への問い合わせ

社会保険診療報酬支払基金

＜選択肢＞

再委託する ]

契約書に基づき、委託内容（業務の一部であるか）や管理体制（委託先の管理下にあるか）を判断し許諾す
る

医療保険者等向け中間サーバー等の運用・保守業務

[

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※ [

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 対象となる本人の
範囲　※

 その妥当性

 委託事項5

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

[

 対象となる本人の
数

[

[

 ③委託先における取扱者数 [

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○



] 紙

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

[ ] 専用線

] 紙

）

照会を受けたら都度

（ 31 ） 件 [ ○

3） 10万人以上100万人未満

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

10万人以上100万人未満 ]

4） 100万人以上1,000万人未満

[ ○ ] 提供を行っている

[

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [

] 電子メール [

[

] 移転を行っている （ 44 ） 件

] 行っていない

都道府県知事

利用特定個人情報提供省令第２条の表（13の項）

2） 1万人以上10万人未満

）

照会を受けたら都度

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ

 提供先1

[ ○

] その他 （

[

[

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

[

 ⑥提供方法

 ⑦時期・頻度

 提供先2

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

[

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ○

[

10万人以上100万人未満 ]

市町村長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（14の項）

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は
障害福祉サービスの提供に関する事務

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

] 専用線

 ⑦時期・頻度



＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

都道府県知事

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

利用特定個人情報提供省令第２条の表（18の項）

児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給
に関する事務

生活保護関係情報

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ] 紙

）

] フラッシュメモリ [

照会を受けたら都度

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

 提供先3

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

[ ○

[
 ⑥提供方法

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度

 提供先4

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

[

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ○

[

都道府県知事又は市町村長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（20の項）

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務

10万人以上100万人未満

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

] 紙

）

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度



2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

10万人以上100万人未満 ]

5） 1,000万人以上

都道府県知事等

都道府県知事

利用特定個人情報提供省令第２条の表（40の項）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]

 ⑥提供方法
] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ] 紙

10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

利用特定個人情報提供省令第２条の表（42の項）

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務

1） 1万人未満

] 専用線

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [[

照会を受けたら都度

] 電子メール

）

照会を受けたら都度

 ⑦時期・頻度

 提供先6

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

[

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 提供先5

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

[ ○

[
 ⑥提供方法

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

] 紙

）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [

○

[

 ⑦時期・頻度



] フラッシュメモリ [

生活保護関係情報

利用特定個人情報提供省令第２条の表（49の項）

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する
事務

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

] 電子メール [

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

市町村長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（48の項）

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する
事務

10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

] 紙

）

照会を受けたら都度

都道府県知事

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

10万人以上100万人未満

] 紙

）

照会を受けたら都度

 提供先7

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

[ ○

[
 ⑥提供方法

 ⑦時期・頻度

 提供先8

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

[

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ○

[

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

] フラッシュメモリ

 ⑦時期・頻度



4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 紙

）

照会を受けたら都度

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度

[ ] 専用線

1） 1万人未満

] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

 提供先9

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

[

[
 ⑥提供方法

] 情報提供ネットワークシステム [

）

] 紙

 ⑦時期・頻度

 提供先10

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

[

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ○

[

10万人以上100万人未満 ]

] 情報提供ネットワークシステム

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

公営住宅法第２条第１６号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（53の項）

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞



 ①法令上の根拠

厚生労働大臣

利用特定個人情報提供省令第２条の表（74の項）

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務

1） 1万人未満

2） 1万人以上10万人未満

生活保護関係情報

＜選択肢＞

10万人以上100万人未満 ]

 提供先11

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

）

[

[

[ ] その他 （

[ ] 紙

10万人以上100万人未満

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

] 電子メール [

] フラッシュメモリ [ ] 紙

）

照会を受けたら都度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

[ ○

[
 ⑥提供方法

] フラッシュメモリ

照会を受けたら都度

5） 1,000万人以上

] 専用線

 ⑦時期・頻度

 提供先12

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

[

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ○

[

住宅地区改良法第２条第２項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（76の項）

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対
する措置に関する事務

4） 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度



「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [

市町村長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（86の項）

[

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

10万人以上100万人未満

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ] 紙

）

照会を受けたら都度

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

] 電子メール [

] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ ] 紙

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

＜選択肢＞

1） 1万人未満

）

老人福祉法による費用の徴収に関する事務

10万人以上100万人未満

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

 提供先13

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

[ ○

[
 ⑥提供方法

老人福祉法による福祉の措置に関する事務

生活保護関係情報

 ⑦時期・頻度

 提供先14

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

[

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ○

[

照会を受けたら都度

市町村長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（87の項）

 ⑦時期・頻度



生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [

 ②提供先における用途

都道府県知事又は市町村長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（89の項）

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦について
の便宜の供与に関する事務

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

2） 1万人以上10万人未満

] 専用線] 情報提供ネットワークシステム

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ] 紙

）

照会を受けたら都度

市町村長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（96の項）

 ⑦時期・頻度

 提供先16

 ①法令上の根拠

] 専用線

10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

母子保健法による費用の徴収に関する事務

] 紙

）

照会を受けたら都度

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [

 提供先15

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

[ ○

[
 ⑥提供方法

＜選択肢＞

1） 1万人未満

10万人以上100万人未満 ]

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

[

 ③提供する情報

[

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ○

[

 ⑦時期・頻度

] 電子メール

3） 10万人以上100万人未満



5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

都道府県知事等

利用特定個人情報提供省令第２条の表（125の項）

生活保護関係情報

＜選択肢＞

）

照会を受けたら都度

都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（128の項）

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する事務

1） 1万人未満

] 専用線

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]

4） 100万人以上1,000万人未満

[ ] 専用線

] 紙

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ] 紙

）

照会を受けたら都度

 提供先17

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

[ ○

[
 ⑥提供方法

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度

 提供先18

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

[

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ○

[

10万人以上100万人未満 ]

] 電子メール

 ⑦時期・頻度



2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

市町村長

利用特定個人情報提供省令第２条の表（132の項）

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務

10万人以上100万人未満

）

5） 1,000万人以上

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ] 紙

）

照会を受けたら都度

4） 100万人以上1,000万人未満

] 紙

 提供先19

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

[ ○

[
 ⑥提供方法

] 電子メール

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]

 ⑦時期・頻度

 提供先20

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

[

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[

[

 ⑦時期・頻度



保健福祉局保健所健康企画課
各区保健福祉部健康・子ども課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（13の項）
利用条例第４条第２項

] フラッシュメモリ [ ○

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。

] 庁内連携システム [

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。

] 庁内連携システム [

生活保護関係情報

＜選択肢＞

10万人以上100万人未満 ]

] 専用線

保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
各区保健福祉部保健福祉課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（14の項）
利用条例第４条第２項

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は
障害福祉サービスの提供に関する事務

1） 1万人未満

] 専用線

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

[

[

○

 ⑥移転方法

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

] 紙

システム基盤 ）

] 電子メール [

 ⑦時期・頻度

 移転先2

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

[

[

[ ○ ] その他 （

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

[

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

システム基盤 ）

 ⑦時期・頻度



子ども未来局児童相談所相談判定一課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（18の項）
利用条例第４条第２項

児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給
に関する事務

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

[

[ ] その他 （

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

[

[

○

 ⑥移転方法

 ⑦時期・頻度

 移転先4

 ①法令上の根拠

）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

子ども未来局児童相談所相談判定一課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（20の項）
利用条例第４条第２項

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

[

[

[ ○ ] その他 （

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

[

 ⑦時期・頻度

10万人以上100万人未満

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ ○

] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ

 移転先3

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [

10万人以上100万人未満

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [ ] 専用線

] 電子メール [

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

システム基盤

] 紙

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度



 移転先5

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

[

[

○

 ⑥移転方法

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [ ] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

システム基盤

 ⑦時期・頻度

 移転先6

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

[

[

[ ○ ] その他 （

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

[

 ⑦時期・頻度

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する
事務

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

10万人以上100万人未満 ]

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

[

[

保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（40の項）
利用条例第４条第２項

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務

10万人以上100万人未満

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

財政局税政部（税制課、市民税課、固定資産税課、納税指導課）
各市税事務所（納税課、市民税課、諸税課、固定資産税課）

利用特定個人情報提供省令第２条の表（48の項）
利用条例第４条第２項

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

] 専用線

○ ] 紙

] 庁内連携システム

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ



] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

 移転先7

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

[

[

○

 ⑥移転方法

 ⑦時期・頻度

 移転先8

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

[

[

[ ○ ] その他 （

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

[

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

都市局市街地整備部住宅課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（76の項）
利用条例第４条第２項

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対
する措置に関する事務

] 庁内連携システム [ ] 専用線

 ⑦時期・頻度

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

システム基盤 ）

10万人以上100万人未満 ]

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

10万人以上100万人未満

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

都市局市街地整備部住宅課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（53の項）
利用条例第４条第２項

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務

1） 1万人未満

] 専用線

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [



] 専用線

 ⑦時期・頻度

] 紙

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課
各区保健福祉部保健福祉課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（87の項）
利用条例第４条第２項

老人福祉法による費用の徴収に関する事務

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

＜選択肢＞

1） 1万人未満

] 専用線

4） 100万人以上1,000万人未満

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○

保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課
各区保健福祉部保健福祉課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（86の項）
利用条例第４条第２項

 移転先9

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

[

[

○

 ⑥移転方法

老人福祉法による福祉の措置に関する事務

10万人以上100万人未満

生活保護関係情報

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [

 ⑦時期・頻度

 移転先10

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

[

[

[ ○ ] その他 （

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

[

10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [



＜選択肢＞

1） 1万人未満

10万人以上100万人未満 ]

 移転先11

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

[ ] 専用線] 庁内連携システム

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [

子ども未来局子育て支援部子育て支援課
各区保健福祉部保健福祉課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（89の項）
利用条例第４条第２項

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦について
の便宜の供与に関する事務

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

○ ] 紙

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

保健福祉局保健所健康企画課
各区保健福祉部健康・子ども課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（96の項）
利用条例第４条第２項

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

[

[

[ ] その他 （

] その他 （

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

[

[

○

 ⑥移転方法

 ⑦時期・頻度

 移転先12

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

[

[

[ ○

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

[

 ⑦時期・頻度

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

母子保健法による費用の徴収に関する事務

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

10万人以上100万人未満 ]

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

[ ] 専用線

○ ] 紙

] 庁内連携システム

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [



生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

保健福祉局総務部総務課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（125の項）
利用条例第４条第２項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務

1） 1万人未満

] 専用線

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [

 移転先13

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

[

[

○

 ⑥移転方法

 ⑦時期・頻度

 移転先14

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

[

[

[ ○ ] その他 （

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

[

 ⑦時期・頻度
・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課、高齢福祉課
各区保健福祉部保健福祉課・保険年金課
北区市民部篠路出張所

利用特定個人情報提供省令第２条の表（132の項）
利用条例第４条第２項

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務

10万人以上100万人未満

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満 ]

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [ ] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

システム基盤 ）



 移転先15

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

[

[

○

 ⑥移転方法

保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
保健福祉局保健所健康企画課
各区保健福祉部保健福祉課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（144の項）
利用条例第４条第２項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生
活支援事業の実施に関する事務

10万人以上100万人未満

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度

 移転先16

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

[

[

[ ○ ] その他 （

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

[

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

子ども未来局子育て支援部施設運営課
各区保健福祉部健康・子ども課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（155の項）
利用条例第４条第２項

] 専用線

○ ] 紙

] 庁内連携システム

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ

 ⑦時期・頻度

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施
に関する事務

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

10万人以上100万人未満 ]

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

[

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

[

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [ ] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

システム基盤 ）



 移転先17

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

[

[

○

 ⑥移転方法

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [

 ⑦時期・頻度

 移転先18

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

[

[

[ ○ ] その他 （

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

[

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する
事務であって規則で定めるもの

] 庁内連携システム [ ] 専用線

10万人以上100万人未満

生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

財政局税政部（市民税課、納税指導課）
各市税事務所（市民税課、納税課）

番号法第９条第２項
利用条例第４条第３項

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

生活保護関係情報

＜選択肢＞

保健福祉局保健所健康企画課
各区保健福祉部健康・子ども課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（158の項）
利用条例第４条第２項

難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務

1） 1万人未満

] 専用線

2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

3） 10万人以上100万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

10万人以上100万人未満 ]



 移転先19

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

[

[ ] その他 （

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

[

[

○

 ⑥移転方法

 ⑦時期・頻度

 移転先20

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

[

[

[ ○ ] その他 （

 ⑦時期・頻度

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [ ] 専用線

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

[

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

保健福祉局総務部総務課

利用特定個人情報提供省令第２条の表（125の項）
利用条例第４条第３項（第２項）

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満
10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

財政局税制部固定資産税課
各市税事務所固定資産税課

番号法第９条第２項
利用条例第４条第３項（第１項）

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する
事務であって規則で定めるもの

10万人以上100万人未満

外国人生活保護関係情報

＜選択肢＞

1） 1万人未満

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

] 庁内連携システム [ ] 専用線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

] 紙

システム基盤 ）

・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離に限る）、停止、廃止を行う都度

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ [ ○



5年

 ①保管場所　※

 ②保管期間

 期間 [

 その妥当性

 ６．特定個人情報の保管・消去

＜札幌市における措置＞
１　セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物の中で、さらに入退館管理を行っている部屋に設置し
たサーバ内に保管する。
２　サーバへのアクセスはＩＤ及びパスワードによる認証が必要となる。
３　紙媒体により提出された申請等情報は、鍵付きの保管庫で保管する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
１　中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバ室
への入室を厳重に管理する。また、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
２　特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップもデータ
ベース上に保存される。

＜選択肢＞

1） 1年未満 2） 1年 3） 2年

]

 ③消去方法

4） 3年 5） 4年 6） 5年

7） 6年以上10年未満

 ７．備考

8） 10年以上20年未満 9） 20年以上

10） 定められていない

「生活保護法関係文書の保存期間について」（昭和36年９月29日社発第726号厚生省社会局長通知）に定め
られた保管年数要件を満たすように、情報を保管する。

＜札幌市における措置＞
１　年に１回、保管年数を経過した情報を特定する作業を行い、手動操作でデータベースから情報を消去す
る。
２　紙媒体により提出された申請等情報は、年に１回、保管年数を経過した情報を特定する作業を行い、シュ
レッダーにより完全に消去する。
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体等からの操作によって行われるため、通常、中間サーバー・プラッ
トフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
２　ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が、保存
された情報を読み出しできないよう、物理的破壊により完全に消去する。



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

以下のとおり



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目



Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

生活保護受給者等情報ファイル

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を防
止するための措置の内容

個人番号カード又は通知カードと身分証明書の提示による本人確認を厳守することで、対象者以外の情報
の入手を防止する。

2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜生活保護電算事務システムにおける措置＞
１　住民からの申請等情報については、法令等において手続に必要な事項を規定した様式を示していること
から、申請等の手続を行う者は個人番号の記載が必要であると認識した上で申請書等を提出することとして
おり、不適切に入手することはない。
２　紙媒体により提出される申請等情報は、札幌市を送付先としており、詐取・奪取が行われることはない。
３　システムへのアクセスについては、業務システム端末からの制限された利用者による照会と登録のみとし
ており、それ以外の方法ではアクセスできない。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
システムへのアクセスについては、業務システム端末からの制限された利用者によるもののみとしており、そ
れ以外の方法ではアクセスはできない。

＜住民基本台帳ネットワークシステム統合端末における措置＞
システムへのアクセスについては、業務システム端末からの制限された利用者によるもののみとしており、そ
れ以外の方法ではアクセスはできない。

＜システム外の措置＞
窓口等で個人番号の提示を受けるときは、法令で定める本人確認を行ったうえで受付を行う。

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・必要とされる情報以外記載できない書類様式とする。

 その他の措置の内容 ・個人情報の入手を必要最小限にすること等につき、全市共通のマニュアルで定めている。

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・個人番号カード又は通知カード、身分証明書の提示などにより、必ず本人確認を行う。
・日本年金機構等から入手する情報については、各入手元において番号法第１６条に基づく本人確認が行
われている。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

個人番号カード等と身分証明書の提示を受け、既に登録された宛名情報の基本４情報（氏名・住所・性別・生
年月日）と差異がないか比較することにより、個人番号の真正性を確認する。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

１　上記の通り、入手の各段階で、本人確認とともに、特定個人情報の正確性を確保している。
２　職員にて収集した情報に基づいて、適宜職権で修正することで、正確性を確保している。

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている



 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜生活保護電算事務システムにおける措置＞
１　紙媒体により提出された申請等情報は、鍵付きの保管庫で保管する。
２　委託業者との契約において、秘密保持の遵守に関する条項を明記して、情報の漏えいを防止している。
３　システム間は専用回線で接続されており、それ以外への接続はできないシステムとなっているので、外部
に漏れることはない。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
団体内統合宛名システムは、中間サーバーや各システムとの接続に専用回線を用いているため、外部に漏
れることはない。

＜住民基本台帳ネットワークシステム統合端末における措置＞
住民基本台帳ネットワークシステムとの接続に専用回線を用いているため、外部に漏れることはない。

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―



 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 宛名システム等における措置
の内容

１　生活保護業務に関する宛名情報は、事務で使用する部署の職員のみがアクセスし、利用できる仕組みと
なっている。
２　生活保護業務以外との情報連携は、番号法や条例などの関係法令で定められた必要な範囲に限定され
る。
３　システム基盤（個人基本）との連携は、住民基本台帳に関する情報連携に限定される。
４　システム基盤（団体内統合宛名）との連携は、番号制度に伴う、個人特定に必要な範囲に限定される。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

システム基盤（市中間サーバ）との連携は、番号制度に伴う、団体間の情報連携に必要な範囲に限定され
る。

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ]
＜選択肢＞

1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法
システムを利用できる職員を限定し、職員ICカードとPINコードによる認証を行っており、一定時間操作が行
われない場合、自動的にログアウトする。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ]
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

＜発効管理＞
職員の所属、担当業務等の情報は職員マスタテーブル（以下「職員マスタ」という。）で管理を行い、所属及び
業務単位で必要最小限のアクセス権限を付与している。
＜失効管理＞
人事異動等により、アクセス権に変更が生じた場合は、システムの職員マスタからの削除若しくは操作権限
の変更により、アクセス権の削除等を行う。

2） 行っていない

 具体的な管理方法 職員マスタの登録・変更・削除により行う。

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ]
＜選択肢＞

1） 記録を残している

 アクセス権限の管理 [ 行っている ]
＜選択肢＞

1） 行っている

2) 記録を残していない

 具体的な方法
操作履歴（アクセスログ）を記録し、いつ、どのユーザーが、誰の情報を、参照・更新したか、随時確認できる
ようにしている。



 その他の措置の内容

１　職員マスタの登録・変更・削除は、保護課長が指定する職員に限定している。
２　指定された端末以外からアクセスできないよう、情報システム部門にて制御している。
３　システム使用中以外は必ずログオフを行う旨、実施手順に記載し周知するとともに、一定時間端末を操
作しなかった場合は再度パスワード認証を要求する設定としている。

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 リスクに対する措置の内容

１　外部記憶媒体へのコピーを禁じている。
２　外部記憶媒体利用制御システムにより外部記憶媒体が作動しないようにすることで、不正な情報の持ち
出しを禁止している。
３　システム操作記録を取得しているため、事務外で使用した場合は直ちに特定可能であることを周知してい
る。
４　臨時職員等は、業務上知り得た情報の業務外利用の禁止に関する条項を含む承諾書に署名をする。

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容 システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとなっている。

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

一定時間操作が無い場合は、自動的にログアウトする。
スクリーンセーバを利用して、長時間にわたり個人情報を表示させない。
端末のディスプレイを来所者から見えない位置に置き、覗き見防止フィルターを取り付ける。
画面のハードコピーの取得は、事務処理に必要となる範囲にとどめる。



 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認
被指名者選考委員会を開いて審議し、指名見積り参加者選考調書に記録している。審査基準は札幌市役務
契約事務取扱要領および札幌市競争入札参加資格審査等取扱要領による。

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ 制限している ]
＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 具体的な制限方法

サーバ室の入退室を従事者に配布するICカードにより制限し、不正な侵入を防止している。

【医療保険者等向け中間サーバー等の場合】
①社会保険診療報酬支払基金の職員に許可された業務メニューのみ表示するよう制御している
②運用管理要領等によりアクセス権限と事務の対応表を規定し、職員と臨時職員、社会保険診療報酬支払
基金と委託事業者の所属の別等により、実施できる事務の範囲を限定している
③アクセス権限と事務の対応表は随時見直しを行う
④パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している ]
＜選択肢＞

1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 具体的な方法

システムへのアクセスログにより記録を残している。

【医療保険者等向け中間サーバー等の場合】
操作ログを中間サーバーで記録している。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている ]
＜選択肢＞

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている ]
＜選択肢＞

1） 定めている 2） 定めていない

1） 定めている 2） 定めていない

 委託先から他者への提
供に関するルールの内
容及びルール遵守の確
認方法

サーバ室及び事務室からの情報の持ち出し禁止を仕様書に明記しているため、他社への提供はない。セ
キュリティ保全の対策状況については定期的に報告させている。

【医療保険者等向け中間サーバー等の場合】
・契約書において特定個人情報等の取扱いについて定め、札幌市の許可なく持ち出すことを禁止している。
必要があると判断される場合には、委託先に報告を求め、又は立ち入り検査を実施する。

 委託元と委託先間の提
供に関するルールの内
容及びルール遵守の確
認方法

サーバ室及び事務室からの情報の持ち出し禁止を仕様書に明記している。また、セキュリティ保全の対策状
況について定期的に報告させている。

【医療保険者等向け中間サーバー等の場合】
・契約書において特定個人情報等の取扱いについて定め、札幌市の許可なく持ち出すことを禁止している。
必要があると判断される場合には、委託先に報告を求め、又は立ち入り検査を実施する。

 ルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

当該委託業務の契約書では、「特定個人情報等の取扱いに関する特記事項」を遵守するよう定めており、こ
の特記事項の中で、札幌市の指定する手段で特定個人情報等の受渡しや確認を行うことを想定している。ま
た遵守内容について定期的に報告させている。



2） 定めていない

 規定の内容

当該委託業務の契約書では「特定個人情報等の取扱いに関する特記事項」を遵守するよう定めており、以
下の事項を規定している。
１　秘密保持義務
２　事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止
３　特定個人情報の目的外利用の禁止
４　再委託における条件
５　漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
６　委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄
７　特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
８　従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況についての報告
９　必要があると認めるときは実地の監査、調査等を行うこと

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する規
定

＜選択肢＞

[ 定めている ]
1） 定めている

 具体的な方法

当該委託業務の契約書では、「特定個人情報等の取扱いに関する特記事項」を遵守するよう定めている。こ
の特記事項の中で、再委託するときは必ず札幌市の許諾を得ることと規定している。その際には、再委託先
が札幌市の規定する特定個人情報取扱安全管理基準に適合しているか予め確認して許諾することと規定し
ている。
また、再委託先における特定個人情報等の取扱状況についても定期的に報告させている。

【医療保険者等向け中間サーバー等の場合】
・委託先に対し、契約書における遵守事項を再委託先に周知徹底し遵守させている。また、必要があると判
断される場合には、再委託先に報告を求め、又は立ち入り検査を実施する。

 その他の措置の内容 -

 再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確保

＜選択肢＞

[ 十分に行っている ]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

社会保険診療報酬支払基金において、以下の事務にかかる特定個人情報保護評価を実施している。
・医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴の管理
・医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号の取得等
・医療保険者等向け中間サーバー等における本人確認

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている



 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ] 提供・移転しない

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転の
記録

[ 記録を残している ]
＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 ルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

個人情報（特定個人情報を含む）の提供・移転は、番号法や利用条例などの関係法令で定められた必要な
範囲に限定される。
（確認方法）
個人番号利用事務監査を実施し、提供・移転が適切であるか確認している。

 その他の措置の内容

「サーバ室等への入室制限」及び「本特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス制御」を有する者を
厳格に管理し、情報の持ち出しを制限する。
自動で行われるバックアップ処理を除き、全ての処理において本市職員が立ち会いを行う。
外部記憶媒体へデータコピーを禁じ、外部記憶媒体利用制御システムにより外部記憶媒体が作動しないよう
にすることで、不正な情報の持ち出しを禁止している。

 具体的な方法
特定個人情報の提供・移転が行われるシステム処理の実行記録が保管される。
また、紙媒体による提供・移転については、生活保護台帳等の各種帳簿に記録される。

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

[ 定めている ]
＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

生活保護電算事務システムは、閉鎖された専用回線により通信を行うため、回線に接続されていない相手
先への情報の提供・移転はなされないことがシステム上担保されている。
実施手順及び運用作業・申請手順書に基づいて、特定個人情報を含む全ての個人情報の提供・移転の際に
は、依頼文による事前手続きを必要とするとともに、保護課長の承認を受けている。

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措
置

―

3） 課題が残されている

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

１　誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置
①　システム操作者は特定個人情報の入力結果に誤りがないか、必ず確認を行う。
②　情報を提供・移転するファイルはシステム上で形式が定義されており、定義された情報以外は連携され
ない。
③　システムによるエラーチェックとして、入力内容や計算内容のチェックが行われている。
④　紙媒体による提供・移転においては、提供する情報に誤りが無いか、必ず確認を行い、各区保護課長、
保護課長による承認を受ける。
２　誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置
①　管理されたネットワーク上で行われる、システム処理による通信により、特定個人情報の提供・移転が行
われるため、誤った相手への提供・移転は行われない。
②　紙媒体による提供・移転においては、担当者は相手先について誤りが無いか、必ず確認を行い、各区保
護課長、保護課長による承認を受ける。

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞



 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ] 接続しない（入手） [ ] 接続しない（提供）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの連携は、中間サーバー・プラットフォームが行う構成となっており、本市の
各業務システムから、情報提供ネットワークシステム側へのアクセスはできない。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の
発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供
ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号法上
認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応して
いる。
２　中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウ
トを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。
（※２）番号法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に係る情報照会
者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用するもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
へのアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの連携は、中間サーバー・プラットフォームが行う構成となっており、本市の
各業務システムから、情報提供ネットワークシステム側へのアクセスはできない。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保さ
れている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
２　中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞



 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの情報連携は、システム基盤（市中間サーバ）を通じて、閉鎖された専用回
線により通信を行う。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、
漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
２　既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕組
みを設けている。
３　情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機能
において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
４　中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特定
個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そのた
め、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対応してい
る。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応
等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの情報連携は、システム基盤（市中間サーバ）を通じて、閉鎖された専用回
線により通信を行う。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、
漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
２　既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕組
みを設けている。
３　情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機能
において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
４　中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特定
個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そのた
め、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対応してい
る。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応
等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。



 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの連携は、中間サーバー・プラットフォームが行う構成となっており、情報提
供ネットワークシステム側から、本市の各業務システムへのアクセスはできない。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受
領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。
２　中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、不適切な方法で提供されるリスクに
対応している。
２　中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
３　中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務にはア
クセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの連携は、中間サーバー・プラットフォームが行う構成となっており、情報提
供ネットワークシステム側から、本市の各業務システムへのアクセスはできない。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネッ
トワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リストに基
づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
２　情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシ
ステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報
を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
３　特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、
特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報
が不正に提供されるリスクに対応している。
４　中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機
能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞



 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの連携は、中間サーバー・プラットフォームが行う構成となっており、情報提供ネットワークシステム側から、
本市の各業務システムへのアクセスはできない。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記
録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
２　情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応して
いる。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
２　中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保
している。
３　中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）しており、中
間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
４　特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等
のリスクを極小化する。

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

＜札幌市における措置＞
１　誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置
①　システム操作者は特定個人情報の入力結果に誤りがないか、必ず確認を行う。
②　情報を提供・移転するファイルはシステム上で形式が定義されており、定義された情報以外は連携され
ない。
③　システムによるエラーチェックとして、入力内容や計算内容のチェックが行われている。
２　誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置
①　本市の情報システム部門に事前協議を行い、承認を得たうえで、システム機能でどの相手システムと情
報連携するかが定義されたもの以外は連携されない。
②　管理されたネットワーク上で行われる、システム処理による通信により、特定個人情報の提供・移転が行
われるため、誤った相手への提供・移転は行われない。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報
照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定
個人情報が提供されるリスクに対応している。
２　情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェッ
クと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤っ
た特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
３　情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原本と
照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である



 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群
[ 政府機関ではない ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している

3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない

 ②安全管理体制
[ 特に力を入れて整備している ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している

3） 十分に整備していない

 ③安全管理規程
[ 特に力を入れて整備している ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している

3） 十分に整備していない

 ④安全管理体制・規程の職員
への周知

[ 特に力を入れて周知している ]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している

3） 十分に周知していない

 ⑤物理的対策
[ 特に力を入れて行っている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

＜札幌市における措置＞
１　サーバ室は、機械による入退室管理設備を設置し、入退室カード（ＩＣカード）を貸与された者でないと入室
できない。また、入退室の記録は保存し、監視カメラも設置している。
２　磁気ディスクやドキュメント類は施錠可能な保管庫で保存している。
３　電気通信装置（ルータ・ＨＵＢ）は施錠可能なラックに設置している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
中間サーバー･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施錠
管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在による
リスクを回避する。

 ⑥技術的対策
[ 特に力を入れて行っている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

＜札幌市における措置＞
１　コンピュータウイルス監視ソフトを使用し、サーバ・端末双方でウイルスチェックを実施する。また、新種の
不正プログラムに対応するために、ウイルスパターンファイルは定期的に更新し、可能な限り最新のものを使
用する。
２　本市の情報セキュリティに関する規程に基づき、ネットワーク管理に係る手順等を整備するとともに、機器
を設置する際はファイアウォールを敷設することとしている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
１　中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワーク
を効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ロ
グの解析を行う。
２　中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
３　導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

 ⑦バックアップ
[ 特に力を入れて行っている ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない



 ⑧事故発生時手順の策定・周
知

[ 特に力を入れて行っている ]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞
1） 発生あり

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している ]
＜選択肢＞

1） 保管している 2） 保管していない

2） 発生なし

 その内容 －

 再発防止策の内容 －

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
・保有する情報は異動があった場合に随時更新しており、更新していない場合は複数人で定期的に確認でき
る体制にあることから、古い情報のまま保管されるリスクはない。
・保護課により区保護課への事務監査を実施し、正確な情報管理の確保を行う。

 具体的な保管方法
生存する市民の個人番号と同様に管理し、「生活保護法関係文書の保存期間について」（昭和36年９月29日
社発第726号厚生省社会局長通知）に定められた保管年数経過後に消去する。

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている ]
＜選択肢＞

1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

社会保険診療支払基金において、以下の事務にかかる特定個人情報保護評価を実施している。
・医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴の管理
・医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号の取得等
・医療保険者等向け中間サーバー等における本人確認

 手順の内容

１　「生活保護法関係文書の保存期間について」（昭和36年９月29日社発第726号厚生省社会局長通知）に
定められた保管年数を経過した情報に関して、データ調査の上で、情報を消去する。
２　磁気ディスクの廃棄時は、内容の復元ができないように消去又は物理的破砕等を行う。
３　帳票及び申告書等の廃棄時には、内容が判読できないよう、焼却又は裁断することとする。

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か
[ 特に力を入れている ]

＜選択肢＞



Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検
[ 特に力を入れて行っている ]

＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

3) 十分に行っていない

 具体的なチェック方法

＜札幌市における措置＞
・札幌市で毎年実施している個人番号利用事務監査の際に、各職場において、本評価書に記載された事項
等が順守されているかどうか、自己点検票による確認を行う。

・保護課により区保護課への事務監査を実施し、各区保護課において、本評価書に記載された事項が遵守
されているかどうか確認を行う。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自
己点検を実施することとしている。

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査
[ 特に力を入れて行っている ]

＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

3) 十分に行っていない

 具体的な内容

＜札幌市における措置＞
札幌市で毎年実施している個人番号利用事務監査で、本評価書に記載された事項等が遵守されているかど
うかの確認を実施する。内容は以下のとおり。
１　監査はすべての個人番号利用事務について実施する。
２　現地監査を定期的に実施する。
３　監査結果に応じフォローアップを行う。
４　監査結果、フォローアップの結果は、番号制度総括部門に報告する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。

 従業者に対する教育・啓発
[ 特に力を入れて行っている ]

＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

3) 十分に行っていない

＜札幌市における措置＞
情報システム部門が管理するサーバ室にて、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、システム運用部門と委
託業者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシーの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。

 具体的な方法

＜札幌市における措置＞
生活保護業務にかかわる職員に対しては、必要な知識の習得のため、初任時及び一定期間ごとに研修を実
施しており、研修内容には個人情報保護、セキュリティ対策に関する項目を含めている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資材を作
成し、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則（接続運用規程等）
や情報セキュリティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施することとしている。

 ３．その他のリスク対策



Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
郵便番号060-8611
札幌市中央区北１条西２丁目
総務局行政部行政情報課

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により、開示・訂正・利用停止請求について受け付ける。

 特記事項 札幌市ホームページに、請求先、請求手続、費用等についての案内を掲載している。

 ③手数料等

[ 無料 ]
＜選択肢＞
1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法：
手数料は無料。ただし写しの交付を希望する場合は、交付費用の実費
相当の負担が必要。納付方法は現金、納入通知書等による。

）

 ④個人情報ファイル簿の公表 [ 行っている ]
＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 個人情報ファイル名 生活保護関係事務

 公表場所 札幌市総務局行政部行政情報課

 ②対応方法 問い合わせの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。

 ⑤法令による特別の手続 －

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

－

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先
郵便番号060-8611
札幌市中央区北１条西２丁目　保健福祉局総務部保護課



 ２．国民・住民等からの意見の聴取

Ⅵ　評価実施手続
 １．基礎項目評価

 ①実施日 平成27年12月28日

 ②しきい値判断結果

[ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ]

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）

 ④主な意見の内容
・オンライン資格確認において個人情報が流出する可能性があるのではないか
・医療券・調材券情報について連携するのは行き過ぎではないか

 ⑤評価書への反映
住民意見による評価書の修正はない

 ①方法
札幌市ホームページで住民等からの意見の募集を実施する旨を周知し、ホームページ及び主要市保有施設
（区役所等）で全文を閲覧可能とする。

 ②実施日・期間 令和5年9月7日から10月6日

 ③期間を短縮する特段の理由 －

学識経験者等で組織される札幌市情報公開・個人情報保護審議会に諮問した。

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ３．第三者点検

 ①実施日 令和5年12月11日

 ②方法

 ②個人情報保護委員会による
審査

 ③結果

評価書に記載された特定個人情報保護ファイルの取扱い及び保護措置は、特定個人情報保護評価指針に
定める実施手順等に適合しており、特定個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であるとの答申を得た。



（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年4月12日 Ｉ－７②所属長
保護自立支援担当部長（保護自立支援課長事務
取扱）　大野　広邦

保護自立支援課長　日高　浩晶 事後
人事異動に伴う記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

平成28年4月12日
Ⅲ－３リスク２
その他の措置の内容

（略）
２　指定された端末以外からアクセスできないよ
う、システム部門にて制御している。
（略）

（略）
２　指定された端末以外からアクセスできないよ
う、情報システム部門にて制御している。
（略）

事後
文言整理のため、重要な変更
にあたらない。

平成28年4月12日 IV－１②監査

＜札幌市における措置＞
（略）
２　内部監査の結果を情報化推進部に報告する。
３　必要に応じて情報化推進部が聞き取り調査を
行う。

＜札幌市における措置＞
（略）
２　内部監査の結果を情報システム部門に報告
する。
３　必要に応じて情報システム部門が聞き取り調
査を行う。

事後
機構改革に伴う記載の変更の
ため、重要な変更にあたらな
い。

平成29年5月12日 Ⅰ－５　法令上の根拠 （略）以下「条例」と（以下略） （略）以下「利用条例」と（以下略） 事後
文言整理のため、重要な変更
にあたらない。

平成29年5月12日
Ⅱ－５　移転先（１～４１）
①法令上の根拠

（略）
条例第４条（以下略）

（略）
利用条例第４条（以下略）

事後
文言整理のため、重要な変更
にあたらない。

平成29年5月12日
Ⅲ－３　リスク３　リスクに対
する措置の内容

１　外部媒体（以下略）
２　システム操作記録を（以下略）
３　臨時職員等は、（以下略）

１　外部記憶媒体（以下略）
２　外部記憶媒体の利用制御システムにより、事
前に登録された外部記憶媒体以外は書き込みが
出来ないようにすることで、不正な情報の持ち出
しを制限する。
３　システム操作記録を（以下略）
４　臨時職員等は、（以下略）

事後

文言整理及び事件事故の発生
リスクを明らかに軽減させる変
更のため、重要な変更にあたら
ない。

平成29年5月12日
Ⅲ－５　リスク１　その他の措
置の内容

「サーバ室等への入室制限」及び「本特定個人情
報ファイルを扱うシステムへのアクセス制御」を有
する者を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限す
る。
自動で行われるバックアップ処理を除き、全ての
処理において本市職員が立ち会いを行う。

「サーバ室等への入室制限」及び「本特定個人情
報ファイルを扱うシステムへのアクセス制御」を有
する者を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限す
る。
自動で行われるバックアップ処理を除き、全ての
処理において本市職員が立ち会いを行う。
外部記憶媒体の利用制御システムにより、事前
に登録された外部記憶媒体以外は書き込みが出
来ないようにすることで、不正な情報の持ち出しを
制限する。

事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更のため、重要
な変更にあたらない。

平成31年4月1日 Ⅰ－１②

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（平成２５年５月３１日
法律第２７号。以下「番号法」という。)別表第一の
１５項により個人番号を利用することができるの
は、生活保護法による保護の決定及び実施、就
労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還
又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるものとなっている。

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（平成２５年５月３１日
法律第２７号。以下「番号法」という。)別表第一の
１５項により個人番号を利用することができるの
は、生活保護法による保護の決定及び実施、就
労自立給付金及び進学準備給付金の支給、保護
に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるものとなってい
る。

事前 重要な変更

平成31年4月1日 Ⅰ－１②
⑥＜略＞
⑦＜略＞

⑥＜略＞
⑦進学準備給付金の申請の受理及びその申請
に係る事実についての審査
⑧＜略＞

事前 重要な変更

平成31年4月1日 Ⅰ－２システム１②

１　生活保護法による保護の決定及び実施、就労
自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又
は徴収金（以下「債権」という。）の徴収に関する
事務を行うシステム。
２　＜略＞
３　＜略＞

１　生活保護法による保護の決定及び実施、就労
自立給付金及び進学準備給付金の支給、保護に
要する費用の返還又は徴収金（以下「債権」とい
う。）の徴収に関する事務を行うシステム。
２　＜略＞
３　＜略＞

事前 「重要な変更」に伴う変更

平成31年4月1日 Ⅰ別添１

（備考）
①～④　＜略＞
⑤①～④の情報により保護、就労自立給付金、
費用返還及び費用徴収を決定し、要保護者等へ
決定等通知を行う。

（備考）
①～④　＜略＞
⑤①～④の情報により保護、就労自立給付金、
進学準備給付金、費用返還及び費用徴収を決定
し、要保護者等へ決定等通知を行う。

事前 「重要な変更」に伴う変更

平成31年4月1日 Ⅰ別添１

①申請等情報（保護、就労自立給付金）
②～④　＜略＞
⑤保護・就労自立給付金・債権の決定通知書、督
促状等

①申請等情報（保護、就労自立給付金、進学準
備給付金）
②～④　＜略＞
⑤保護・就労自立給付金・進学準備給付金・債権
の決定通知書、督促状等

事前 「重要な変更」に伴う変更

平成31年4月1日 Ⅱ－２④その妥当性

１～２　＜略＞
３①～⑨　＜略＞
⑩　学校・教育関係情報：手当・サービス等の給
付状況を確認し、保護の決定等を行うために保有

１～２　＜略＞
３①～⑨　＜略＞
⑩　学校・教育関係情報：保護の決定等を行うた
めに手当等の給付状況を確認するほか、進学準
備給付金の申請に対する審査を行うために保有

事前 「重要な変更」に伴う変更

平成31年4月1日 Ⅱ－３⑧使用方法
６　＜略＞
７　＜略＞

６　＜略＞
７　進学準備給付金の申請の受理及びその申請
に係る事実についての審査
　進学準備給付金の申請の受理及びその申請に
係る事実について、本人からの申請・届出、関係
機関に対する調査、庁内連携及び情報ネットワー
クシステムを通じた照会により入手し、申請に対
する審査等を行う。
８　＜略＞

事前 重要な変更

平成31年4月1日
Ⅱ－３⑧使用方法－権利利益
に影響を与え得る決定

生活保護における各処分（開始、却下、変更、停
止、廃止、費用返還決定及び費用徴収決定）及
び就労自立給付金の支給決定

生活保護における各処分（開始、却下、変更、停
止、廃止、費用返還決定及び費用徴収決定）並
びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支
給決定

事前 重要な変更

平成31年4月1日 Ⅱ　別添２ （１）～（３０）＜略＞
（１）～（３０）＜略＞
（３１）進学準備金情報

事前 「重要な変更」に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年4月1日
Ⅲ－３リスク３
リスクに対する措置の内容

２　外部記憶媒体の利用制御システムにより、事
前に登録された外部記憶媒体以外は書き込みが
出来ないようにすることで、不正な情報の持ち出
しを制限する。

２　外部記憶媒体利用制御システムにより外部記
憶媒体が作動しないようにすることで、不正な情
報の持ち出しを禁止している。

事後
誤字脱字の修正であり、重要な
変更にはあたらない。

平成31年4月1日
Ⅲ－５リスク２
リスクに対する措置の内容

＜略＞
外部記憶媒体の利用制御システムにより、事前
に登録された外部記憶媒体以外は書き込みが出
来ないようにすることで、不正な情報の持ち出しを
制限する。

＜略＞
外部記憶媒体へデータコピーを禁じ、外部記憶媒
体利用制御システムにより外部記憶媒体が作動
しないようにすることで、不正な情報の持ち出しを
禁止している。

事後
誤字脱字の修正であり、重要な
変更にはあたらない。

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（平成２５年５月３１日
法律第２７号。以下「番号法」という。)別表第一の
１５項により個人番号を利用することができるの
は、生活保護法による保護の決定及び実施、就
労自立給付金及び進学準備給付金の支給、保護
に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるものとなってい
る。

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２
７号。以下「番号法」という。)別表第一の１５の項
により個人番号を利用することができるのは、生
活保護法による保護の決定及び実施、就労自立
給付金及び進学準備給付金の支給、被保護者健
康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返
還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるものとなっている。

事後
番号法の改正及び記載内容の
正確化によるものであり、重要
な変更にあたらない。

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

（記載なし）

また、「全世代対応型の社会保障制度を構築する
ための健康保険法等の一部を改正する法律（令
和３年法律第６６号）」による生活保護法の改正に
伴い、医療扶助におけるオンライン資格確認の仕
組みが導入されることから、以下の事務を実施
し、特定個人情報を取り扱うこととする。
①生活保護システムから医療保険者等向け中間
サーバー等への特定個人情報の連携
②医療保険者等向け中間サーバー等における資
格履歴の管理
③医療保険者等向け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
④医療保険者等向け中間サーバー等における本
人確認
なお、②から④の事務に関しては、社会保険診療
報酬支払基金が実施し、札幌市が委託元となる。

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う重要
な変更

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

≪左欄にある※について（以下評価書中同じ。）
≫
特定個人情報保護評価指針の別表に定める重
要な変更の対象である記載項目である。
※の項目の変更については、特定個人情報保護
評価に関する規則第１１条及び特定個人情報保
護評価指針第６－２⑵により、誤字脱字の修正等
の軽微な変更もしくは個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを明らかに軽減させる
変更である場合を除き、評価を再実施することと
されている。

≪左欄にある※について（以下、評価書中同じ。）
≫
特定個人情報保護評価指針の別表に定める重
要な変更の対象である記載項目である。
※の項目の変更については、特定個人情報保護
評価に関する規則第１１条及び特定個人情報保
護評価指針第６－２（２）で、個人のプライバシー
等の権利利益に影響を与え得る特定個人情報の
漏えいその他の事態を発生させるリスクを相当程
度変動させるものではないと考えられる変更であ
る場合を除き、評価を再実施することとされてい
る。

事後
令和３年２月５日付け地情機第
97号通知に基づく修正であり、
重要な変更ではない。

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
 ２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
 システム1
 ③他のシステムとの接続

システム基盤（団体内統合宛名、市中間サーバ、
個人基本）、庁内各業務システム

システム基盤（団体内統合宛名、市中間サーバ、
個人基本）、庁内各業務システム、医療保険者等
向け中間サーバー等

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更。

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム７
①システムの名称

（記載なし） 医療保険者等向け中間サーバー等 事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム７
②システムの機能

（記載なし）

医療扶助のオンライン資格確認を行う際に必要と
なるシステムであり、以下の機能を有する。
なお、本システムは社会保険診療報酬支払基金
が運営している。
１　資格履歴の管理
　自治体・福祉事務所から委託区画に連携された
（個人番号を含む）被保護者の情報を資格履歴
ファイルに格納・管理する。また、オンライン資格
確認等システムで被保護者の資格情報を利用で
きるようにするため、個人番号を除いた資格履歴
ファイルをオンライン資格確認等システムに提供
する。
２　機関別符号の取得等
　オンライン資格確認の準備として、情報提供等
記録開示システム（「マイナポータル」）の自己情
報開示の求めに対してオンライン資格確認等シス
テムで管理している情報と紐づけるため、情報提
供ネットワークシステムから機関別符号の取得並
びに紐づけ情報の提供を行う。
３　本人確認
　オンライン資格確認の準備において、登録する
資格情報の正確性を担保するため、個人番号を
基に、住民基本台帳ネットワークシステムから本
人確認情報（基本５情報等）を取得する。

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム７
③他のシステムとの接続

（記載なし）
[〇]その他（生活保護電算事務システム、統合専
用端末）

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム８
①システムの名称

（記載なし） 統合専用端末 事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム８
②システムの機能

（記載なし）

医療保険者等および福祉事務所（以下、医療保
険者等）は、医療保険者等向け中間サーバー等
（以下、中間サーバー）の業務運用・管理の実施
にあたり、当該業務運用・管理のみで利用する統
合専用端末を設置する必要がある。
①情報照会・情報提供業務
他の情報保有機関、医療保険者等が保有する個
人情報を照会・提供する。
②情報提供等記録管理業務
他の情報保有機関あるいは医療保険者との間で
行った、特定個人情報に関する情報照会・情報提
供に係る記録の管理を行う。
加入者及び個人情報保護委員会からの請求に基
づき情報照会・情報提供に係る記録の開示を行
う。
情報照会・情報提供に係る記録に対し、不開示の
設定および過誤情報の登録を行う。
③副本登録管理
情報照会データベースへ特定個人情報を副本と
して登録する。
情報照会データベースに蓄積された副本の検索
及び削除を行う。
特定個人情報名コード単位又は加入者単位で自
動応答不可フラグを設定及び解除する。
過去に誤って情報提供を行った提供先機関を検
索する。
情報照会要求に対して開示/不開示の制御を行う
不開示フラグを、特定個人情報名コード単位又は
加入者単位で参照及び設定する。

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム８
②システムの機能

（記載なし）

④セキュリティ管理
情報照会ネットワークシステムから配信される情
報提供NWS配信マスター情報を中間サーバーか
ら取得する。
⑤職員認証・権限管理業務
中間サーバーにあるユーザ情報及び部署情報を
取得する。
⑥システム管理業務
他機能で実行されたバッチ処理の実行状況や実
行結果の確認を行う。
⑦加入者情報管理業務
登録されている加入者の情報、変更、検索を行
う。
⑧本人確認業務
中間サーバー等に対し、本人確認情報提供要求
依頼を行う。
⑨自己情報提供業務
情報提供等記録開示システムへ提供した自己情
報に関して国民等の利用者から問い合わせを受
けたとき、当該自己情報の提供状況や提供内容
を確認する。
統合専用端末は、情報授受のみで利用する外部
記録媒体を用意する。なお統合専用端末では、
認められた外部記録媒体のみを利用する。

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム８
③他のシステムとの接続

（記載なし） ［〇］医療保険者等向け中間サーバー等 事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更

令和6年2月8日
Ⅰ基本情報
５．個人番号の利用
法令上の根拠

番号法第９条第２項及び札幌市個人番号利用条
例（平成２７年１０月６日条例第４２号。以下「利用
条例」という。）

番号法第９条第２項及び札幌市個人番号利用条
例第４条第２項・第３項（平成２７年条例第４２号。
以下「利用条例」という。）

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
６．情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠

〔別表第二における情報提供の根拠〕
・第３欄（情報提供者）が「都道府県知事等」の項
のうち、第４項（特定個人情報）に「生活保護関係
情報」が含まれる項（9、10、14、16、24、26、27、
28、30、31、50、54、61、62、64、70、87、90、94、
104、106、108、116、120の項）

〔別表第二における情報提供の根拠〕
・第３欄（情報提供者）が「都道府県知事等」の項
のうち、第４欄（特定個人情報）に「生活保護関係
情報」が含まれる項（9、10、14、16、18、20、24、
26、27、28、30、31、37、38、42、50、53、54、61、
62、64、70、87、90、94、104、106、108、113、
116、120の項）

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
６．情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠

〔別表第二における情報照会の根拠〕
・第１欄（情報照会者）が「都道府県知事等」のう
ち、第２欄（事務）に「生活保護法による保護の決
定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの」が含まれる項（26
の項）

〔別表第二における情報照会の根拠〕
・番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の制
限）及び別表第二　第１欄（情報照会者）が「都道
府県知事等」のうち、第２欄（事務）に「生活保護
法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの」が
含まれる項（26の項）
・番号法別表第ニの主務省令で定める事務を定
める命令　第19条

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
７．評価実施機関における担当
部署
①部署

札幌市保健福祉局総務部保護自立支援課 札幌市保健福祉局総務部保護課 事後 機構改革に伴う記載の変更

令和6年2月8日

Ⅰ基本情報
７．評価実施機関における担当
部署
②所属長の役職名

保護自立支援課長 保護課長 事後 機構改革に伴う記載の変更

令和6年2月8日 （別添１）事務の内容　図 （追記）

・連携先として、「医療保険者等向け中間サー
バー等」、「統合専用端末」を追記。
・→⑥個人番号、受給者番号、資格情報、医療券
情報及び調剤券情報を追記

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更

令和6年2月8日 （別添１）事務の内容　備考 （追記）
⑥医療保険者等向け中間サーバー等の委託区
画へ、被保護者の個人番号、受給者番号、資格
情報、医療券情報及び調剤券情報を登録する。

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
２．基本情報
⑥事務担当部署

各区保健福祉部保護課
札幌市保健福祉局総務部保護自立支援課

各区保健福祉部保護課
札幌市保健福祉局総務部保護課

事後 機構改革に伴う記載の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
３．特定個人情報の入手・使用
①入手元

[　]その他 [〇]その他（社会保険診療報酬支払基金） 事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
３．特定個人情報の入手・使用
②入手方法

［〇］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［〇］フラッシュメモリ

［　］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　］フラッシュメモリ

事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
３．特定個人情報の入手・使用
⑤本人への明示

生活保護法第２９条並びに番号法別表第二の26
項の規定による。
庁内連携による入手は、条例において明示されて
いる。

生活保護法第29条並びに番号法別表第二の26
項の規定による。
庁内連携による入手は、利用条例において明示
されている。

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
３．特定個人情報の入手・使用
⑦使用の主体
使用部署

各区保健福祉部保護課
札幌市保健福祉局総務部保護自立支援課

各区保健福祉部保護課
札幌市保健福祉局総務部保護課

事後 機構改革に伴う記載の変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
３．特定個人情報の入手・使用
⑧使用方法

１～８（略）

１～８（略）
９　生活保護システムから医療保険者等向け中間
サーバー等への特定個人情報の連携
　　医療扶助のオンライン資格確認実施のため、
被保護者の個人番号、受給者番号、資格情報、
医療券情報及び調剤券情報について、医療保険
者等向け中間サーバー等と連携する。

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う重要
な変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
３．特定個人情報の入手・使用
⑧使用方法
情報の突合

・個人番号カード又は通知カードにより、正確な本
人確認と個人番号の真正性を確認する。
・内部識別番号と個人番号を紐付けて使用する。

・個人番号カード等により、正確な本人確認と個
人番号の真正性を確認する。
・内部識別番号である宛名番号と個人番号を紐
付けて使用する。

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託の有無

2件 5件 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う重要な
変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１　生活保護電算事
務システム運用保守業務委託
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

［〇］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［〇］紙

［　］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　］紙

事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更のため、重要
な変更にあたらない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３

（記載なし）
医療保険者等向け中間サーバー等における資格
履歴の管理

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
①委託内容

（記載なし）

札幌市から委託区画に連携された個人番号を含
む被保護者の情報を資格履歴ファイルに格納・管
理する。また、オンライン資格確認等システムで
被保護者の資格情報を利用できるようにするた
め、個人番号を除いた資格履歴ファイルをオンラ
イン資格確認等システムに提供する。

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

（記載なし） 特定個人情報ファイルの全体 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の数

（記載なし） 1万人以上10万人未満 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

（記載なし） 「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う重要な
変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

（記載なし）
オンライン資格確認等システムで被保護者の資
格情報を利用するために、被保護者の資格履歴
情報の管理を行う。

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
③委託先における取扱者数

（記載なし） 50人以上100人未満 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

（記載なし） ［〇］専用線 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
⑤委託先名の確認方法

（記載なし） 業務担当課への問い合わせ 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
⑥委託先名

（記載なし） 社会保険診療報酬支払基金 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
再委託
⑦再委託の有無

（記載なし） 再委託する 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う重要な
変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
再委託
⑧再委託の許諾方法

（記載なし）
契約書に基づき、委託内容（業務の一部である
か）や管理体制（委託先の管理下にあるか）を判
断し許諾する

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

（記載なし） 特定個人情報ファイルの全体 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の数

（記載なし） 1万人以上10万人未満 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

（記載なし） 「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う重要な
変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

（記載なし）
オンライン資格確認等システムで管理している被
保護者の資格情報と紐づけるために、機関別符
号を取得する。

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
③委託先における取扱者数

（記載なし） 50人以上100人未満 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

（記載なし） ［〇］専用線 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３　医療保険者等向
け中間サーバー等における資
格履歴の管理
再委託
⑨再委託事項

（記載なし）
医療保険者等向け中間サーバー等の運用・保守
業務

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４

（記載なし）
医療保険者等向け中間サーバー等における機関
別符号の取得等

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
①委託内容

（記載なし）

オンライン資格確認の準備として、情報提供等記
録開示システム（「マイナポータル」）の自己情報
開示の求めに対してオンライン資格確認等システ
ムで管理している情報と紐づけるため、情報提供
ネットワークシステムから機関別符号の取得並び
に紐づけ情報の提供を行う。

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
⑤委託先名の確認方法

（記載なし） 業務担当課への問い合わせ 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
⑥委託先名

（記載なし） 社会保険診療報酬支払基金 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
再委託
⑦再委託の有無

（記載なし） 再委託する 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う重要な
変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
再委託
⑧再委託の許諾方法

（記載なし）
契約書に基づき、委託内容（業務の一部である
か）や管理体制（委託先の管理下にあるか）を判
断し許諾する

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
再委託
⑨再委託事項

（記載なし）
医療保険者等向け中間サーバー等の運用・保守
業務

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５

（記載なし）
医療保険者等向け中間サーバー等における本人
確認事務

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務
①委託内容

（記載なし）

オンライン資格確認の準備において、登録する資
格情報の正確性を担保するため、個人番号を基
に、住民基本台帳ネットワークシステムから本人
確認情報（基本５情報等）を取得する。

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範
囲

（記載なし） 特定個人情報ファイルの全体 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範
囲
対象となる本人の数

（記載なし） 1万人以上10万人未満 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

（記載なし） 「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う重要な
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

（記載なし）
登録する資格情報の正確性を担保するために実
施する

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務
③委託先における取扱者数

（記載なし） 50人以上100人未満 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

（記載なし） ［〇］専用線 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務⑤委託先名の確認
方法

（記載なし） 業務担当課への問い合わせ 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務
⑥委託先名

（記載なし） 社会保険診療報酬支払基金 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務
再委託
⑦再委託の有無

（記載なし） 再委託する 事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う重要な
変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務
再委託
⑧再委託の許諾方法

（記載なし）
契約書に基づき、委託内容（業務の一部である
か）や管理体制（委託先の管理下にあるか）を判
断し許諾する

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバー等における本
人確認事務
再委託
⑨再委託事項

（記載なし）
医療保険者等向け中間サーバー等の運用・保守
業務

事前
特定個人情報ファイルを取り扱
う委託先の追加に伴う変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供・移転の有無

［〇］提供を行っている（24件）
［〇］移転を行っている（41件）

［〇］提供を行っている（31件）
［〇］移転を行っている（44件）

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第９項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第９項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第１０項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第１０項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第１４項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第１４項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先４
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第１６項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第１６項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先４
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先５
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第２４項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第２４項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先５
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先６
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第２６項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第２６項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先６
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２．③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先６
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先７
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第２７項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第２７項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先７
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先８
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第２８項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第２８項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先８
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先９
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第３０項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第３０項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先９
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１０

　公営住宅法第二条第十六号に規定する事業主
体である都道府県知事又は市町村長

　公営住宅法第２条第１６号に規定する事業主体
である都道府県知事又は市町村長

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１０
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第３１項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第３１項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１０
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１１
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第５０項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第５０項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１１
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１２

住宅地区改良法第二条第二項に規定する施行
者である都道府県知事又は市町村長

住宅地区改良法第２条第２項に規定する施行者
である都道府県知事又は市町村長

事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１２
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第５４項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第５４項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１２
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１７
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第８７項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第８７項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１３
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第６１項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第６１項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１３
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１４
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第６２項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第６２項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１４
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１５
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第６４項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第６４項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１５
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１６
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第７０項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第７０項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１６
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１７
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１８
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第９０項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第９０項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１８
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１９
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第９４項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第９４項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先１９
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２０
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第１０４項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第１０４項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２０
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２１
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第１０６項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第１０６項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２１
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２２
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第１０８項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第１０８項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２２
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２３
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第１１６項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第１１６項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２３
②提供先における用途

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援
事業の実施に関する事務であって主務省令で定
めるもの

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用
給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の
実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２３
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２４
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第二（第１２０項） 番号法第１９条第８号　別表第二（第１２０項） 事後
「重要な変更」にあたらない変
更（法改正による号数変更）

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２４
⑥提供方法

［〇］紙 ［　］紙 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２５

（記載なし） 市町村長 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２５
①法令上の根拠

（記載なし） 番号法第１９条第８号　別表第二（第１８項） 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２５
②提供先における用途

（記載なし）
予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２５
③提供する情報

（記載なし） 生活保護関係情報 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２５
④提供する情報の対象となる
本人の数

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２５
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２.③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２５
⑥提供方法

（記載なし） ［〇］情報提供ネットワークシステム 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２５
⑦時期・頻度

（記載なし） 照会を受けたら都度 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２６

（記載なし） 市町村長 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２６
①法令上の根拠

（記載なし） 番号法第１９条第８号　別表第二（第２０項） 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２６
②提供先における用途

（記載なし）

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障
害者支援施設等への入所等の措置又は費用の
徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２６
③提供する情報

（記載なし） 生活保護関係情報 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２６
④提供する情報の対象となる
本人の数

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２６
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２.③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２６
⑥提供方法

（記載なし） ［〇］情報提供ネットワークシステム 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２６
⑦時期・頻度

（記載なし） 照会を受けたら都度 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２７

（記載なし） 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２７
①法令上の根拠

（記載なし） 番号法第１９条第８号　別表第二（第３７項） 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２７
②提供先における用途

（記載なし）
特別支援学校への就学奨励に関する法律による
特別支援学校への就学のため必要な経費の支
弁に関する事務であって主務省令で定めるもの

事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２７
③提供する情報

（記載なし） 生活保護関係情報 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２７
④提供する情報の対象となる
本人の数

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２７
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２.③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２７
⑥提供方法

（記載なし） ［〇］情報提供ネットワークシステム 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２７
⑦時期・頻度

（記載なし） 照会を受けたら都度 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２８

（記載なし） 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２８
①法令上の根拠

（記載なし） 番号法第１９条第８号　別表第二（第３８項） 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２８
②提供先における用途

（記載なし）
学校保健安全法による医療に要する費用につい
ての援助に関する事務であって主務省令で定め
るもの

事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２８
③提供する情報

（記載なし） 生活保護関係情報 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２８
④提供する情報の対象となる
本人の数

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２８
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２.③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２８
⑥提供方法

（記載なし） ［〇］情報提供ネットワークシステム 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２８
⑦時期・頻度

（記載なし） 照会を受けたら都度 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２９

（記載なし） 市町村長又は国民健康保険組合 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２９
①法令上の根拠

（記載なし） 番号法第１９条第８号　別表第二（第４２項） 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２９
②提供先における用途

（記載なし）
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険
料の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの

事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２９
③提供する情報

（記載なし） 生活保護関係情報 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２９
④提供する情報の対象となる
本人の数

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２９
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２.③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３０
③提供する情報

（記載なし） 生活保護関係情報 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３０
④提供する情報の対象となる
本人の数

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３０
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２.③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３０
⑥提供方法

（記載なし） ［〇］情報提供ネットワークシステム 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２９
⑥提供方法

（記載なし） ［〇］情報提供ネットワークシステム 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先２９
⑦時期・頻度

（記載なし） 照会を受けたら都度 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３０

（記載なし） 市町村長 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３０
①法令上の根拠

（記載なし） 番号法第１９条第８号　別表第二（第５３項） 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３０
②提供先における用途

（記載なし）

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障
害者支援施設等への入所等の措置又は費用の
徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３１
⑦時期・頻度

（記載なし） 照会を受けたら都度 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３０
⑦時期・頻度

（記載なし） 照会を受けたら都度 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３１

（記載なし）
文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育
委員会

事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３１
①法令上の根拠

（記載なし） 番号法第１９条第８号　別表第二（第１１３項） 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３１
②提供先における用途

（記載なし）
高等学校等就学支援金の支給に関する法律によ
る就学支援金の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３１
③提供する情報

（記載なし） 生活保護関係情報 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３１
④提供する情報の対象となる
本人の数

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３１
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２.③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
提供先３１
⑥提供方法

（記載なし） ［〇］情報提供ネットワークシステム 事後
提供先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先１８
①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第３項（第１項）

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先２１

保健福祉局総務部保護自立支援課
各区保健福祉部保護課

保健福祉局総務部保護課
各区保健福祉部保護課

事後 機構改革に伴う記載の変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先２１
①法令上の根拠

利用条例第４条第３項（第２項） 利用条例第４条第３項（第３項） 事後 項数の修正

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先２９
①法令上の根拠

利用条例第４条第３項（第１５項） 利用条例第４条第３項（第１９項） 事後 項数の修正

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４２

（記載なし）
保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課
各区保健福祉部保健福祉課

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４２
①法令上の根拠

（記載なし）
番号法第９条第２項
利用条例第４条第３項（第１１の２項）

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４２
②提供先における用途

（記載なし）
介護保険法による保健福祉事業としての在宅の
高齢者等に対して紙おむつを支給する事業の実
施に関する事務であって規則で定めるもの

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４２
③提供する情報

（記載なし）
生活保護関係情報
外国人生活保護関係情報

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４２
④提供する情報の対象となる
本人の数

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４２
⑦時期・頻度

（記載なし）
・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離
に限る）、停止、廃止を行う都度

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４３

（記載なし） 保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４３
①法令上の根拠

（記載なし）
番号法第９条第２項
利用条例第４条第３項（第２４の２項）

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４３
②提供先における用途

（記載なし）
札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事
業の実施に関する事務であって規則で定めるも
の

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４３
③提供する情報

（記載なし）
生活保護関係情報
外国人生活保護関係情報

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４３
④提供する情報の対象となる
本人の数

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４３
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２．③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４２
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２．③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４２
⑥提供方法

（記載なし）
【〇］紙
【〇】その他（システム基盤）

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４４
③提供する情報

（記載なし） 外国人生活保護関係情報 事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４４
④提供する情報の対象となる
本人の数

（記載なし） 1万人未満 事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４４
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（記載なし） 「２．③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４４
⑥提供方法

（記載なし）
【〇］紙
【〇】その他（システム基盤）

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４３
⑥提供方法

（記載なし）
【〇］紙
【〇】その他（システム基盤）

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４３
⑦時期・頻度

（記載なし）
・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離
に限る）、停止、廃止を行う都度

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４４

（記載なし） 札幌市保健福祉局保健所健康企画課 事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４４
①法令上の根拠

（記載なし）
番号法第９条第２項
利用条例第４条第３項（第２８の４項）

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４４
②提供先における用途

（記載なし）
難病の患者に対する医療等に関する法律による
特定医療費の支給に関する事務であって規則で
定めるもの

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの記録
具体的な方法

（記載なし）
【医療保険者等向け中間サーバー等の場合】
操作ログを中間サーバーで記録している。

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う重要
な変更

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く）
移転先４４
⑦時期・頻度

（記載なし）
・照会を受けたら都度
・生活保護の開始、変更（転出、転入、世帯分離
に限る）、停止、廃止を行う都度

事後
移転先を正確化したことによる
ものであり、重要な変更に当た
らない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
６．特定個人情報の保管・消去
①保管場所

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
１　中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバ室への入室を厳重に管理する。
２　（略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
１　中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバ室への入室を厳重に管理する。また、警
備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前
申請との照合を行う。
２　（略）

事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更のため、重要
な変更にあたらない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
６．特定個人情報の保管・消去
③消去方法

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
が特定個人情報を消去することはない。
２　ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しできな
いよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して
完全に消去する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体等から
の操作によって行われるため、通常、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
が特定個人情報を消去することはない。
２　ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者が、保存された情報を読み出しできないよ
う、物理的破壊により完全に消去する。

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
（別添２）特定個人情報ファイル
記録項目

（１）～（３１）（略）
（１）～（３１）（略）
（３２）医療保険者等向け中間サーバー等

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う重要
な変更

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
 ２．特定個人情報の入手 （情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク２：不適切な方法で入手
が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

＜生活保護電算事務システムにおける措置＞
１　住民からの申請等情報については、法令等に
おいて手続きに必要な事項を規定した様式を示し
ていることから、申請等の手続きを行う者は個人
番号の記載が必要であると認識した上で申請書
等を提出することとしており、不適切に入手するこ
とはない。

＜生活保護電算事務システムにおける措置＞
１　住民からの申請等情報については、法令等に
おいて手続に必要な事項を規定した様式を示して
いることから、申請等の手続を行う者は個人番号
の記載が必要であると認識した上で申請書等を
提出することとしており、不適切に入手することは
ない。

事後
誤字脱字の修正であり、重要な
変更にはあたらない。

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
その他の措置の内容

１　職員マスタの登録・変更・削除は、保護自立支
援課長が指定する職員に限定している。
２～３（略）

１　職員マスタの登録・変更・削除は、保護課長が
指定する職員に限定している。
２～３（略）

事後 機構改革に伴う記載の変更

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
３．特定個人情報の使用
特定個人情報の使用における
その他のリスク及びそのリスク
に対する措置

端末のディスプレイを来所者から見えない位置に
置く。

端末のディスプレイを来所者から見えない位置に
置き、覗き見防止フィルターを取り付ける。

事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更のため、重要
な変更にあたらない。

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限
具体的な制限方法

（記載なし）

【医療保険者等向け中間サーバー等の場合】
①社会保険診療報酬支払基金の職員に許可され
た業務メニューのみ表示するよう制御している
②運用管理要領等によりアクセス権限と事務の
対応表を規定し、職員と臨時職員、社会保険診
療報酬支払基金と委託事業者の所属の別等によ
り、実施できる事務の範囲を限定している
③アクセス権限と事務の対応表は随時見直しを
行う
④パスワードは、規則性のある文字列や単語は
使わず、推測されにくいものを使用する

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う重要
な変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
委託先から他者への提供に関
するルールの内容及びルール
遵守の確認方法

（記載なし）

【医療保険者等向け中間サーバー等の場合】
・契約書において特定個人情報等の取扱いにつ
いて定め、札幌市の許可なく持ち出すことを禁止
している。必要があると判断される場合には、委
託先に報告を求め、又は立ち入り検査を実施す
る。

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う重要
な変更

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
委託元と委託先間の提供に関
するルールの内容及びルール
遵守の確認方法

（記載なし）

【医療保険者等向け中間サーバー等の場合】
・契約書において特定個人情報等の取扱いにつ
いて定め、札幌市の許可なく持ち出すことを禁止
している。必要があると判断される場合には、委
託先に報告を求め、又は立ち入り検査を実施す
る。

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う重要
な変更

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報の消去ルール

定めていない 定めている 事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更のため、重要
な変更にあたらない。

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報の消去ルール
ルールの内容及びルール遵守
の確認方法

サーバ室及び事務室からの情報の持ち出しは禁
止している。委託先が特定個人情報を消去する
場合は、本市の指示に基づき実施する。

当該委託業務の契約書では、「特定個人情報等
の取扱いに関する特記事項」を遵守するよう定め
ており、この特記事項の中で、札幌市の指定する
手段で特定個人情報等の受渡しや確認を行うこ
とを想定している。また、遵守内容について定期
的に報告させている。

事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更のため、重要
な変更にあたらない。

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託契約書中の特定個人情報
ファイルの取扱いに関する規定
規定の内容

個人情報取扱注意事項として以下を契約書に明
記している。
・秘密の保持
・複写、複製の禁止
・目的外使用の禁止
・資料等の返還
・事故の場合の措置

当該委託業務の契約書では「特定個人情報等の
取扱いに関する特記事項」を遵守するよう定めて
おり、以下の事項を規定している。
１　秘密保持義務
２　事業所内からの特定個人情報の持ち出しの
禁止
３　特定個人情報の目的外利用の禁止
４　再委託における条件
５　漏えい事案等が発生した場合の委託先の責
任
６　委託契約終了後の特定個人情報の返却又は
廃棄
７　特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
８　従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守
状況についての報告
９　必要があると認めるときは実地の監査、調査
等を行うこと

事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更のため、重要
な変更にあたらない。

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確
保
具体的な方法

委託先に対し、業務委託契約書における遵守事
項を再委託先に周知徹底し遵守させている。ま
た、セキュリティ教育、訓練も実施させている。こ
れらについて、定期的に報告させている。

当該委託業務の契約書では、「特定個人情報等
の取扱いに関する特記事項」を遵守するよう定め
ている。この特記事項の中で、再委託するときは
必ず札幌市の許諾を得ることと規定している。そ
の際には、再委託先が札幌市の規定する特定個
人情報取扱安全管理基準に適合しているか予め
確認して許諾することと規定している。
また、再委託先における特定個人情報等の取扱
状況についても定期的に報告させている。

事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更のため、重要
な変更にあたらない。

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確
保
具体的な方法

（記載なし）

【医療保険者等向け中間サーバー等の場合】
・委託先に対し、契約書における遵守事項を再委
託先に周知徹底し遵守させている。また、必要が
あると判断される場合には、再委託先に報告を求
め、又は立ち入り検査を実施する。

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う重要
な変更

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託におけるその他のリス
ク及びそのリスクに対する措置

－

社会保険診療報酬支払基金において、以下の事
務にかかる特定個人情報保護評価を実施してい
る。
・医療保険者等向け中間サーバー等における資
格履歴の管理
・医療保険者等向け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
・医療保険者等向け中間サーバー等における本
人確認

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う重要
な変更

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
５．特定個人情報の提供・移転
（委託や情報提供ネットワーク
システムを通じた提供を除く。）
リスク２：不適切な方法で提供・
移転が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

個人情報（特定個人情報を含む）の提供・移転
は、番号法や条例などの関係法令で定められた
必要な範囲に限定される。

個人情報（特定個人情報を含む）の提供・移転
は、番号法や利用条例などの関係法令で定めら
れた必要な範囲に限定される。
（確認方法）
個人番号利用事務監査を実施し、提供・移転が
適切であるか確認している。

事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更のため、重要
な変更にあたらない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年2月8日

Ⅳその他のリスク対策
１．監査
①自己点検
具体的なチェック方法

・保護自立支援課により区保護課への事務監査
を実施し、各区保護課において、本評価書に記載
された事項が遵守されているかどうか確認を行
う。

・保護課により区保護課への事務監査を実施し、
各区保護課において、本評価書に記載された事
項が遵守されているかどうか確認を行う。

事後 機構改革に伴う記載の変更

令和6年2月8日

社会保険診療報酬支払基金において、以下の事
務にかかる特定個人情報保護評価を実施してい
る。
・医療保険者等向け中間サーバー等における資
格履歴の管理
・医療保険者等向け中間サーバー等における機
関別符号の取得等
・医療保険者等向け中間サーバー等における本
人確認

事前
医療扶助のオンライン資格確
認に係る事務開始に伴う重要
な変更

令和6年2月8日

Ⅳその他のリスク対策
１．監査
①自己点検
具体的なチェック方法

＜札幌市における措置＞
・札幌市で毎年実施しているセキュリティ内部監
査の際に、各職場において、本評価書に記載され
た事項が遵守されているかどうか、自己点検表に
よる確認を行う。

＜札幌市における措置＞
・札幌市で毎年実施している個人番号利用事務
監査の際に、各職場において、本評価書に記載さ
れた事項等が順守されているかどうか、自己点検
票による確認を行う。

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
６．情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク２：安全が保たれない方
法によって入手が行われるリス
ク
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　中間サーバーは、特定個人情報保護委員会と
の協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用した特定個人情
報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安
全性が担保されている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　中間サーバーは、特定個人情報保護委員会と
の協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する
情報提供ネットワークシステムを使用した特定個
人情報の入手のみ実施できるよう設計されるた
め、安全性が担保されている。

事後 法令改正による変更

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消去
リスク２：特定個人情報が古い
情報のまま保管され続けるリス
ク
リスクに対する措置の内容

・保護自立支援課により区保護課への事務監査
を実施し、正確な情報管理の確保を行う。

・保護課により区保護課への事務監査を実施し、
正確な情報管理の確保を行う。

事後 機構改革に伴う記載の変更

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
５．特定個人情報の提供・移転
（委託や情報提供ネットワーク
システムを通じた提供を除く。）
リスク２：不適切な方法で提供・
移転が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

実施手順及び運用作業・申請手順書に基づい
て、特定個人情報を含む全ての個人情報の提
供・移転の際には、依頼文による事前手続きを必
要とするとともに、保護自立支援課長の承認を受
けている。

実施手順及び運用作業・申請手順書に基づい
て、特定個人情報を含む全ての個人情報の提
供・移転の際には、依頼文による事前手続きを必
要とするとともに、保護課長の承認を受けている。

事後 機構改革に伴う記載の変更

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
５．特定個人情報の提供・移転
（委託や情報提供ネットワーク
システムを通じた提供を除く。）
リスク３：誤った情報を提供・移
転してしまうリスク、誤った相手
に提供・移転してしまうリスク
リスクに対する措置の内容

１　誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの
措置
①～③（略）
④　紙媒体による提供・移転においては、提供す
る情報に誤りが無いか、必ず確認を行い、各区保
護課長、保護自立支援課長による承認を受ける。
２　誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの
措置
①（略）
②　紙媒体による提供・移転においては、担当者
は相手先について誤りが無いか、必ず確認を行
い、各区保護課長、保護自立支援課長による承
認を受ける。

１　誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの
措置
①～③（略）
④　紙媒体による提供・移転においては、提供す
る情報に誤りが無いか、必ず確認を行い、各区保
護課長、保護課長による承認を受ける。
２　誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの
措置
①（略）
②　紙媒体による提供・移転においては、担当者
は相手先について誤りが無いか、必ず確認を行
い、各区保護課長、保護課長による承認を受け
る。

事後 機構改革に伴う記載の変更

令和6年2月8日

Ⅳその他のリスク対策
１．監査
②監査
具体的な内容

＜札幌市における措置＞
札幌市で毎年実施しているセキュリティ内部監査
で、本評価書に記載された事項が遵守されている
かどうかの確認を実施する。内容は以下のとお
り。
１　内部監査はすべての職場で実施する。
２　内部監査の結果を情報システム部門に報告
する。
３　必要に応じて情報システム部門が聞き取り調
査を行う。
４　聞き取り調査にあたっては、外部の専門家の
支援を受けながら実施する。

＜札幌市における措置＞
札幌市で毎年実施している個人番号利用事務監
査で、本評価書に記載された事項等が遵守され
ているかどうかの確認を実施する。内容は以下の
とおり。
１　監査はすべての個人番号利用事務について
実施する。
２　現地監査を定期的に実施する。
３　監査結果に応じフォローアップを行う。
４　監査結果、フォローアップの結果は、番号制度
総括部門に報告する。

事後
事件事故の発生リスクを明らか
に軽減させる変更のため、重要
な変更にあたらない。

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消去
リスク３：特定個人情報が消去
されずいつまでも存在するリス
ク
消去手順
手順の内容

２　磁気ディスクの廃棄時は、内容の復元ができ
ないように消去または物理的破砕等を行う。
３　帳票及び申告書等の廃棄時には、内容が判
読できないよう、焼却もしくは裁断することとする。

２　磁気ディスクの廃棄時は、内容の復元ができ
ないように消去又は物理的破砕等を行う。
３　帳票及び申告書等の廃棄時には、内容が判
読できないよう、焼却又は裁断することとする。

事後
誤字脱字の修正であり、重要な
変更にはあたらない。

令和6年2月8日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消去
特定個人情報の保管・消去に
おけるその他のリスク及びその
リスクに対する措置

－



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年6月14日

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２
７号。以下「番号法」という。)別表第一の１５の項
により個人番号を利用することができるのは、生
活保護法による保護の決定及び実施、就労自立
給付金及び進学準備給付金の支給、被保護者健
康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返
還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるものとなっている。

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２
７号。以下「番号法」という。)別表１５の項により個
人番号を利用することができるのは、生活保護法
による保護の決定及び実施、就労自立給付金及
び進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康
管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還
又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるものとなっている。

事後 法令改正による名称の変更

令和6年2月8日

Ⅴ開示請求、問合せ
２．特定個人情報ファイルの取
扱いに関する問合せ
①連絡先

郵便番号060-8611
札幌市中央区北１条西２丁目　保健福祉局総務
部保護自立支援課

郵便番号060-8611
札幌市中央区北１条西２丁目　保健福祉局総務
部保護課

事後 機構改革に伴う記載の変更

令和6年6月14日

Ⅰ　基本情報
 ２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
 ②システムの機能

１　生活保護法による保護の決定及び実施、就労
自立給付金及び進学準備給付金の支給、保護に
要する費用の返還又は徴収金（以下「債権」とい
う。）の徴収に関する事務を行うシステム。

１　生活保護法による保護の決定及び実施、就労
自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給、
保護に要する費用の返還又は徴収金（以下「債
権」という。）の徴収に関する事務を行うシステ
ム。

事後 法令改正による名称の変更

令和6年6月14日

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

⑦進学準備給付金の申請の受理及びその申請
に係る事実についての審査

⑦進学・就職準備給付金の申請の受理及びその
申請に係る事実についての審査

事後 法令改正による名称の変更

令和6年6月14日

Ⅰ　基本情報
 ５．個人番号の利用
 法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の１５の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定め
る命令　第１５条
番号法第９条第２項及び札幌市個人番号利用条
例第４条第２項・第３項（平成２７年条例第４２号。
以下「利用条例」という。）

番号法第９条第１項　別表１５の項
番号法別表の主務省令で定める事務を定める命
令　第１５条
番号法第９条第２項及び札幌市個人番号利用条
例第４条第２項・第３項（平成２７年条例第４２号。
以下「利用条例」という。）

事後 法改正による記載内容の変更

令和6年6月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ２．基本情報
 ④記録される項目
 その妥当性

⑩　学校・教育関係情報：保護の決定等を行うた
めに手当等の給付状況を確認するほか、進学準
備給付金

⑩　学校・教育関係情報：保護の決定等を行うた
めに手当等の給付状況を確認するほか、進学・
就職準備給付金

事後 法令改正による名称の変更

令和6年6月14日

Ⅰ　基本情報
 （別添1） 事務の内容
備考

⑤①～④の情報により保護、就労自立給付金、
進学・就職準備給付金、費用返還及び費用徴収
を決定し、要保護者等へ決定等通知を行う。

⑤①～④の情報により保護、就労自立給付金、
進学・就職準備給付金、費用返還及び費用徴収
を決定し、要保護者等へ決定等通知を行う。

事後 法令改正による名称の変更

令和6年6月14日
Ⅰ　基本情報
 （別添1） 事務の内容

①申請等情報（保護、就労自立給付金、進学準
備給付金）
⑤保護・就労自立給付金・進学準備給付金・債権
の決定通知書、督促状等

①申請等情報（保護、就労自立給付金、進学・就
職準備給付金）
⑤保護・就労自立給付金・進学・就職準備給付
金・債権の決定通知書、督促状等

事後 法令改正による名称の変更

令和6年6月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ３．特定個人情報の入手・使用
⑧使用方法

７　進学準備給付金の申請の受理及びその申請
に係る事実についての審査
　進学準備給付金の申請の受理及びその申請に
係る事実について、本人からの申請・届出、関係
機関に対する調査、庁内連携及び情報ネットワー
クシステムを通じた照会により入手し、申請に対
する審査等を行う。

７　進学・就職準備給付金の申請の受理及びその
申請に係る事実についての審査
　進学・就職準備給付金の申請の受理及びその
申請に係る事実について、本人からの申請・届
出、関係機関に対する調査、庁内連携及び情報
ネットワークシステムを通じた照会により入手し、
申請に対する審査等を行う。

事後 法令改正による名称の変更

令和6年2月8日
Ⅳその他のリスク対策
２．従業者に対する教育・啓発
具体的な方法

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる
職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実
施することとしている。
中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合
は、運用規則等について研修を行うこととしてい
る。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報
セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教
育資材を作成し、中間サーバー・プラットフォーム
の運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規
則（接続運用規程等）や情報セキュリティに関す
る教育を年次（年２回）及び随時（新規要員着任
時）実施することとしている。

事後
記載内容を正確化したものであ
り、重要な変更に当たらない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年6月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
 委託事項2
 ⑥委託先名

日本ユニシス株式会社北海道支店 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社　北海道支店 事後 会社名称の変更に伴う変更

令和6年6月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ３．特定個人情報の入手・使用
⑧使用方法
 権利利益に影響を与え得る決
定

生活保護における各処分（開始、却下、変更、停
止、廃止、費用返還決定及び費用徴収決定）並
びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支
給決定

生活保護における各処分（開始、却下、変更、停
止、廃止、費用返還決定及び費用徴収決定）並
びに就労自立給付金及び進学・就職準備給付金
の支給決定

事後 法令改正による名称の変更

令和8年3月1日
Ⅰ　基本情報
 ５．個人番号の利用
法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表１５の項
番号法別表の主務省令で定める事務を定める命
令　第１５条
番号法第９条第２項及び札幌市個人番号利用条
例第４条第２項・第３項（平成２７年条例第４２号。
以下「利用条例」という。）

番号法第９条第１項　別表23の項
番号法別表の主務省令で定める事務を定める命
令　第１５条
準法定事務主務省令　表１の項
番号法第９条第２項及び札幌市個人番号利用条
例第４条第２項・第３項（平成27年条例第42号。
以下「利用条例」という。）

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２
７号。以下「番号法」という。)別表１５の項により個
人番号を利用することができるのは、生活保護法
による保護の決定及び実施、就労自立給付金及
び進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康
管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還
又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるものとなっている。

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27
号。以下「番号法」という。)別表23の項により個人
番号を利用することができるのは、生活保護法に
よる保護の決定及び実施、就労自立給付金及び
進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管
理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又
は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令
で定めるものとなっている。
また、番号法第９条第１項に規定する準法定事務
及び準法定事務処理者を定める命令（令和６年
デジタル庁・総務省令第８号。以下「準法定事務
主務省令」）の表１の項により個人番号を利用す
ることができるのは、「生活に困窮する外国人に
対する生活保護の措置について」（昭和29年5月8
日社発第382号厚生省社会局長通知）に基づく外
国人であって生活に困窮する者に係る生活保護
法による保護の決定及び実施、就労自立給付金
若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者
健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の
返還又は徴収金の徴収の取扱いに準じた事務に
関する事務となっている。

事後 法改正による記載内容の変更

令和6年6月14日

Ⅱ特定個人情報保護ファイル
の概要
（別添２）特定個人情報ファイル
記録項目

（１）～（３０）（略）
（３１）進学準備給付金

（１）～（３０）（略）
（３１）進学・就職準備給付金
（３２）（略）

事後 法令改正による名称の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ３．特定個人情報の入手・使用
 ⑤本人への明示

生活保護法第29条並びに番号法別表第二の23
項の規定による。
庁内連携による入手は、利用条例において明示
されている。

生活保護法第29条並びに番号法別表の23項の
規定による。
庁内連携による入手は、利用条例において明示
されている。

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日
（別添１）
事務の内容
（備考）

③番号法第19条（別表第二）に基づき、本人確
認・収入・資産・他法他施策における給付情報等
を情報提供ネットワーク経由で入手し、確認を行
う。

③番号法第19条に基づき、本人確認・収入・資
産・他法他施策における給付情報等を情報提供
ネットワーク経由で入手し、確認を行う。

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅰ　基本情報
 ６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

〔別表第二における情報提供の根拠〕
・第３欄（情報提供者）が「都道府県知事等」の項
のうち、第４欄（特定個人情報）に「生活保護関係
情報」が含まれる項（9、10、14、16、18、20、24、
26、27、28、30、31、37、38、42、50、53、54、61、
62、64、70、87、90、94、104、106、108、113、
116、120の項）

〔別表第二における情報照会の根拠〕
・番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の制
限）及び別表第二　第１欄（情報照会者）が「都道
府県知事等」のうち、第２欄（事務）に「生活保護
法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの」が
含まれる項（26の項）
・番号法別表第ニの主務省令で定める事務を定
める命令　第19条

番号法第19条第８号及び番号法第19条第８号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
（令和６年デジタル庁・総務省令第９号。以下「利
用特定個人情報提供省令」という。）第２条の表

〔情報提供〕
利用特定個人情報提供省令第２条の表　13、14、
18、20、28、37、40、42、48、49、53、59、63、69、
74、75、76、86、87、89、96、108、125、132、141、
144、151、155、158、161、167、168、169、170、
171、172の項

〔情報照会〕
利用特定個人情報提供省令第２条の表　42、43、
161、162の項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先１
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第９項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（13の項） 事後 法改正による記載内容の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先２
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第１０項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（14の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先１
 ②提供先における用途

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支
給に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先３
 ②提供先における用途

児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害
児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付
費の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害
児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付
費の支給に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先３
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第１４項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（18の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先２
 ②提供先における用途

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害
児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の
支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害
児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の
支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先４
 ②提供先における用途

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴
収に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先４
 ③提供する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先４
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第１６項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（20の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先５
 ②提供先における用途

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によ
る費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によ
る費用の徴収に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先５
 ③提供する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先５
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第２４項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（40の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先６
 ②提供先における用途

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収
金の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収
金の徴収に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先６
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第２６項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（42の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先６
 ③提供する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基く条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
に関する事務

事後
法改正による記載内容の変更
字句修正

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先７
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第２７項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（48の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先７
 ②提供先における用途

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先10
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第３１項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（53の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先10
 ②提供先における用途

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務
であって主務省令で定めるもの

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先11
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第５０項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（74の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先10
 ③提供する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先12
 ②提供先における用途

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは
家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超
過者に対する措置に関する事務であって主務省
令で定めるもの

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは
家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超
過者に対する措置に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先12
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第５４項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（76の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先11
 ②提供先における用途

国民年金法による保険料の免除又は保険料の納
付に関する処分に関する事務であって主務省令
で定めるもの

国民年金法による保険料の免除又は保険料の納
付に関する処分に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先12
 ③提供する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先９

提供先９　社会福祉協議会
①法令上の根拠　番号法第19条第８号　別表
第２（第30項）
②提供先における用途　社会福祉法による生計
困難者に対して無利子又は低利で資金を融通す
る事業の実施に関する事務であって主務省令で
定めるもの
③提供する情報　生活保護関係情報
④提供する情報となる本人の数　10万人以上
100万人未満
⑤提供する情報となる本人の範囲
「２.③対象となる本人の範囲と同じ」
⑥提供方法　情報提供ネットワーク
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

（削除） 事後 その他の項目の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先８
 ②提供先における用途

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先８
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第２８項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（49の項） 事後 法改正による記載内容の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先13
 ②提供先における用途

老人福祉法による福祉の措置に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

老人福祉法による福祉の措置に関する事務 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先13
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第６１項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（86の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先15
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第６４項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（89の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先14
 ②提供先における用途

老人福祉法による費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

老人福祉法による費用の徴収に関する事務 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先14
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第６２項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（87の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先16
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第７０項） 利用特定個人情報提供省令第２条の表（96の項） 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先15
 ③提供する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先15
 ②提供先における用途

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者の
ない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦に
ついての便宜の供与に関する事務であって主務
省令で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者の
ない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦に
ついての便宜の供与に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先17
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第８７項）
利用特定個人情報提供省令第２条の表（125の
項）

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先16
 ③提供する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先16
 ②提供先における用途

母子保健法による費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

母子保健法による費用の徴収に関する事務 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先18
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第９０項）
利用特定個人情報提供省令第２条の表（128の
項）

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先17
 ③提供する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先17
 ②提供先における用途

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事
務

事後 法改正による記載内容の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先19
 ②提供先における用途

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事
業の実施又は保険料の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事
業の実施又は保険料の徴収に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先19
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第９４項）
利用特定個人情報提供省令第２条の表（132の
項）

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先18
 ②提供先における用途

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によ
る介護手当の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によ
る介護手当の支給に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先１
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（13の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先20

提供先20　独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター
①法令上の根拠　番号法第19条第８号　別表
第２（第104項）
②提供先における用途　独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター法の災害共済給付の給付
に関する事務であって主務省令で定めるもの
③提供する情報　生活保護関係情報
報
④提供する情報となる本人の数　10万人以上
100万人未満
⑤提供する情報となる本人の範囲
「２.③対象となる本人の範囲」と同じ
⑥提供方法　情報提供ネットワーク
⑦時期・頻度　照会を受けたら都度

(削除） 事後 その他の項目の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先２
 ②移転先における用途

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害
児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の
支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害
児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の
支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先２
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（14の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先１
 ②移転先における用途

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支
給に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先４
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（20の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先３
 ②移転先における用途

児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害
児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付
費の支給に関する事務であって主務省令に定め
るもの

児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害
児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付
費の支給に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先３
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（18の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先４
 ②移転先における用途

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴
収に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先５
 ①法令上の根拠

番号法第１９条第８号
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（40の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先４
 ③移転する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先６
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（42の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先５
 ③移転する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先５
 ②移転先における用途

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によ
る費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によ
る費用の徴収に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先７
 ②移転先における用途

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務
であって主務省令で定めるもの

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先７
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（53の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先６
 ②移転先における用途

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基く条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
に関する事務

事後
法改正による記載内容の変更
字句修正

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先８
 ②移転先における用途

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは
家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超
過者に対する措置に関する事務であって主務省
令で定めるもの

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは
家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超
過者に対する措置に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先８
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（76の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先７
 ③移転する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先９
 ②移転先における用途

老人福祉法による福祉の措置に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

老人福祉法による福祉の措置に関する事務 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先９
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（86の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先８
 ③移転する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先11
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（89の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先10
 ②移転先における用途

老人福祉法による費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

老人福祉法による費用の徴収に関する事務 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先10
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（87の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先12
 ②移転先における用途

母子健康法による費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

母子保健法による費用の徴収に関する事務 事後
法改正による記載内容の変更
字句修正

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先12
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（96の項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先11
 ②移転先における用途

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者の
ない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦に
ついての便宜の供与に関する事務であって主務
省令で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者の
ない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦に
ついての便宜の供与に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先13
 ②移転先における用途

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自
立の支援に関する法律による支援給付又は配偶
者支援金の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自
立の支援に関する法律による支援給付又は配偶
者支援金の支給に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先13
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（125の
項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先12
 ③移転する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先12
 ③移転する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先14
 ②移転先における用途

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事
業の実施又は保険料の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事
業の実施又は保険料の徴収に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先14
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（132の
項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先13
 ③移転する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先15
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（144の
項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先16
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（155の
項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先15
 ②移転先における用途

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律による自立支援給付の支給又
は地域生活支援事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律による自立支援給付の支給又
は地域生活支援事業の実施に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先17
 ②移転先における用途

難病の患者に対する医療等に関する法律による
特定医療費の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

難病の患者に対する医療等に関する法律による
特定医療費の支給に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先17
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第２項

利用特定個人情報提供省令第２条の表（158の
項）
利用条例第４条第２項

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先16
 ②移転先における用途

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援
事業の実施に関する事務であって主務省令で定
めるもの

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援
事業の実施に関する事務

事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先16
 ③移転する情報

生活保護関係情報 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報 事後 法改正による記載内容の変更

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先19
 ②移転先における用途

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基く条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
に関する事務であって規則で定めるもの

事後 字句修正

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先18
 ②移転先における用途

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基く条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収
に関する事務であって規則で定めるもの

事後 字句修正

令和8年3月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先20
 ①法令上の根拠

番号法第９条第２項
利用条例第４条第３項（第２項）

利用特定個人情報提供省令第２条の表（125の
項）
利用条例第４条第３項（第２項）

事後 法改正による記載内容の変更


